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　明けましておめでとうございます。会員の皆様には穏やかなよい正月をお迎えのこと

とお慶び申し上げます。

　昨年は一昨年から続く不況の波から抜け出すことが出来ず，失業や格差の拡大など暗

い話題が多かったようですが，アメリカではチェンジのかけ声と共にオバマ大統領が誕

生し，我が国でも数十年ぶりとなる本格的な政権の交代があり，変革を感じさせた年で

もあったせいか，昨年暮れに選ばれた一年を象徴する漢字が「新」であったのは印象的

でした。

　政権党となった民主党の林業分野のマニフェストを見ると，森林所有者に森林の適切

な経営を義務付け，それにかかる費用相当額を交付する「森林管理・環境保全直接支払

い制度」の導入や路網整備などで林業を支援し，二酸化炭素の吸収量を確保すると共に，

木材自給率 50％を目標として木材関連産業を活性化させ，中山間地域を中心に 100 万人

の雇用拡大を実現すると書かれています。林業の現状からは夢のような話とも思えます

が，環境問題や充実してきた森林資源を考えると，今がその実現の好機とも言えましょう。

　戦後に植栽された 1,000 万 ha に及ぶ人工林が成熟の時を迎え，これまでの保育から

利用の時期に入りつつあります。最新の森林・林業白書を見ても，2008 年の年間木材

総需要は不況の影響もあり 7,797 万 m3 と前年から 5.3% 減少した中，国産材の供給量

は 1,873 万 m3 とわずかではありますが前年より増加し，自給率も 1.4% 上昇し 24％に

なっています。もっともこの上昇は，合板用材やパルプ・チップ用材の増加がもたらし

たもので，需要構造も変わりつつあることに留意すべきです。しかし，不況の影響もあ

り材価の低落傾向が続く中，木材需要の増加や変化に応えるべき山側の対応はまだまだ

不十分であり，生産コストの低減等々これから解決すべき多くの問題を抱えています。

　このような中，養老孟司東大名誉教授を委員長とする「日本に健全な森林を作り直す

委員会」が提言したのを始め，経済界の政策提言機関である日本産業協議会も今春のと

りまとめを目途に森林再生事業化研究会を立ち上げ，さらに，22 回にも及んだセミナー

の概要を本誌で紹介してきた「持続可能な森林経営研究会」も昨年 12 月に「持続可能

な森林経営のための 30 の提言」素案を発表しました。このように各方面から我が国の

林業の再生を目指す動きが出ていることは心強い限りであり，これらがどのように政策

年頭のごあいさつ

社団法人 日本森林技術協会

理事長　葊居忠量

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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に取り入れられていくかに注目していきたいと思います。

　環境問題では昨年末に気候変動枠組み条約 COP15 がデンマークで開催され，京都議

定書以降の国際的な取り決めについて検討されました。ここでは先進国と発展途上国の

思惑の違いから交渉は難航し，決着は今年に持ち越されそうですが，地球温暖化を防止

するために新たな拘束力のある合意を形成することが喫緊の課題であることは間違いあ

りません。また，今年は国連が定める国際生物多様性年にあたり，10 月には名古屋で

生物多様性条約 COP10 が開催されるなど，環境問題への関心がさらに高まる年になり

そうです。森林は地球温暖化防止，生物多様性の双方に大きな貢献をしていることから，

森林への関心も高くなることが期待されます。

　さて，前政権時代から引き続いているとも言えますが，政権交代後公益法人と行政の

関係に関しての検討が厳しさを加えてきました。昨年 11 月末に開催された行政刷新会

議の後，政府関連公益法人の徹底的な見直しについてという文書が公表されましたが，

これによると，年明けから事業見直しに着手し，政府が関連公益法人に実施させている

事務・事業に関し，廃止，縮小，実施主体の変更などを行うべきと判断されると，そこ

への支出や権限の付与を廃止するとされています。私どもの協会も今年度あたりからは

堅実な運営に戻れるかと期待しておりましたが，公益法人への支出の見直しや，昨今の

業務受注における競争激化等から，現在も極めて厳しい状況に置かれており，さらにこ

れからの行政刷新会議の動きにも注目していかなければならない立場にあります。当協

会も 80 年に近い歴史の中で何回もの大きな試練をくぐり抜けてきましたが，今回の困

難は社会情勢の大きな変化に起因しているという一面もあり，時が過ぎれば何とかなる

というものではなさそうです。そこで私たちは，この危機を技術者集団としての「森林

技術協会」の役割やなすべきことは何か，という根源的な問題について役職員が一丸と

なって改めて考える機会ととらえ，自己改革をしていきたいと考えています。

　厳しい情勢はまだ続くと思われますが，私どもはきちんとした仕事をすることを心が

けて歩んで参りますので，引き続いてのご支援をお願いして新年のごあいさつといたし

ます。

 （ひろい　ただかず）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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宮崎県木材利用センター 所長
東京大学名誉教授

E-mail : arima-takanori@pref.miyazaki.lg.jp

○印＝本会普及部受入図書

　地球温暖化防止対策におけるバイオマスエネル

ギー利用が大きな動きの様相を示してきている。

その最大のよりどころとしている歌い文句は「バ

イオマスエネルギーは二酸化炭素放出ゼロ」であ

る。バイオマスは大気中の二酸化炭素を太陽エネ

ルギ－で変換した資源で，燃焼しても二酸化炭素

の振り出しに戻るから炭素収支からゼロである

（いわゆる「カーボンニュートラル」）という理由

である。

　しかしながら，それは化石燃料とて大昔の太陽

エネルギーでできた資源であり，収支の時間軸が

異なるだけで振り出しに戻っただけである。だと

すると化石燃料が二酸化炭素放出として扱われ，

バイオマス燃料が放出ゼロというのはおかしいと

いうことになる。改めていうまでもなくバイオマ

スは熱効率から比較すると化石燃料から排出され

る二酸化炭素の 2 倍以上になる。にもかかわらず，

化石資源と木材などのバイオマスに差異があると

するならば，二つの取り扱いを根拠にしている。

　一つは，バイオマスが比較的短期間に太陽エネ

ルギーによる再生可能な（Renewable）資源であ

る。言葉をかえれば，再生産ができなければ二酸

化炭素放出ゼロを担保できない。もちろん原野で

人手を必要としない再生可能な草木などもバイオ

マスと考えられなくもないが，再生産が保証され

ないならば基本的に化石資源と同じである。

　もう一つは，「京都議定書」第一約束期間の森

林で伐採した木材の二酸化炭素としての扱いにあ

る。木材は伐採した時点で二酸化炭素である。す

なわち，伐採は森林が負担しているので，その後

の木材燃焼による二酸化炭素の放出に関して負担

する必要がない。

　このようにバイオマスエネルギーの利用につい

ては「カーボンニュートラル」を担保する再生産

と「京都議定書」の第一約束期間での森林伐採の

木材の扱いを根拠にしてエネルギー分野からやや

安直に取り扱われ，森林への担保が軽いような傾

向が感じられる。

バイオマスエネルギー
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　いきなり突拍子もないタイトルだが，私が山に来て覚えた言葉の一つで大好きなもの。

ここでの肥やしとは“足跡”のこと。春夏秋冬を問わず，足跡をたくさん山に残しなさ

い。つまり足繁く山に通いなさい，ということ。常に足を運んで山の状態を把握していれば，

今必要な手入れをはじめ，10年，20年後に向けた山造りが見えてくるというもの。要は

常に山と対話をすることが良い山造りにつながる，という先人の知恵が表現されているわ

けだ。良い山を造り上げるには労を厭
いと

わず山へ足を運ぶしかない，という山造りの基本が

詰まっており，何度思い返してもいい言葉だな，と感じている。私自身は自分の山を持っ

ておらず，現場を渡り歩く一現場作業員にすぎない立場。長いスパンで一つの山に接する

ことは出来ない立場なのだが，徐々に経験を重ねる中，手が掛けられた山と掛けられてい

ない山の違いが肌身で感じられるようになった頃から，この言葉の精神だけは大事にして

いる。また，自分の仕事に対しての立ち位置に迷いが生じそうになった時などは，意識し

てこの言葉を思い返すことにしている。そうすると自分が日々山に向かう理由がすっきり

とし，落ち着いた気持ちになれるからだ。なんとも素敵な言葉だ。

　現在，私は針広混交林化のための現場に通っている。4割間伐の集積がメニューだ。こ

の山は大
おお

袈
げ

裟
さ

ではなく 8割の木にカズラが巻き上がってしまっており，宙ブラリンコが多

発している。こうしたどうしようもない山を，この辺りでは“チャンカラ”山，ないしは

“ガンタレ”山と呼ぶ。余談だが，まれに人間に対しても使われることがある。「あいつは

チャンカラ野郎だ」なんて言われてしまったら，それは人として最大の蔑
べっ

視
し

表現。そう言

われないよう，ちゃんと生きねば！　そしてちゃんと手入れをせねば！（笑）。

　さて，この地には“トモ”というものもある。これは尾根筋や背など，境界に沿ってカ

マボコ状に土を盛り上げ固めたもの。高さは股
また

下
した

，幅は両腕を伸ばしたぐらい。当然乗っ

て歩ける。境界をはっきりと示すための構造物であり，古い山でたまに見かける。見る度
たび

に人力でよくここまで，と驚かされる。この地では境界を示すものとしてもう一つ，アス

ナロがある。これも古い山でだが，境界の肝心な所に植えられているのだ。アスナロの葉

はヒノキの葉を樹脂でコーティングしたようなテカリと厚みがあり，独特で目に付きやす

い。また耐陰性が強く，暗いことが多い境界において枯れているのを見たことがない。こ

れらがあると境界の間違えようがなく非常に安心。特にアスナロについては金銭的な負担

も小さいので各地に広まれば便利なのでは，と思っている。

　今号はやや取り留めのない話となってしまいましたが，本年が林業にとって良い年とな

るよう新政権の活躍を祈るのみです。

現場作業班員 徒然
菅原俊和

10
山に肥やしをまけ（言葉いろいろ）

●すがはら としかず。昭和 42 年生まれ，42 歳。東京都出身。平成 13 年春からⅠターンとして現場に従事。
●阿蘇林業保険組合（阿蘇森林組合の現場作業を担う一人親方の組織）の現場作業班員。

▲

ア
ス
ナ
ロ
の
葉
。
個
人
的
に
は
、
杭
な
ん
か
よ
り
よ
っ
ぽ
ど
分
か
り
や
す
い
目
印
!
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　語り：「北海道で見られる有名な樹木と聞いて，

みなさんは何を思い出しますか？　そうですね。

エゾマツやトドマツ，アカエゾマツといった針葉

樹林をよく耳にします。写真①を見てください。

これは，冬の大雪山系の森林です。普段は黒々と

している針葉樹林に，真っ白な雪が覆いかぶさっ

ています。そのコントラスから，荒々しい中にも

美しさを感じずにはいられません。とても寒い日

の朝には，「パァーン」という轟音が響くことが

あるそうです。これは，凍裂というもので，トド

マツをはじめとする樹木において，急激な気温の

低下により樹幹が縦に裂ける際に生じる音です。

北海道の大自然を求めて，マイナス 20 ～ 30℃に

達するこの時期でも，観光に訪れる人々が絶えな

いということがよくわかります。

　さて，もう一枚の写真②を見てもらいたいと思

います。先ほどの写真と比べて，どんなところが

違いますか？　写真では見にくいのですが，葉の

形がずいぶんと違います。先ほどの写真①とは一

転して，緑が多く茂った広葉樹林が広がっていま

すね。これはブナの林で，黒松内町の歌才という

場所のものです。札幌から車で 2 時間半ほどで着

く黒松内町は，渡島半島の付け根の部分にありま

すが，みなさんは訪れたことがありますか。実は，

先ほどの大雪山系のように，ここ黒松内のブナ林

にも，毎年多くの方が訪れます。ブナといえば，

中学校教師による社会科地理的分野（北海道地方）の教材研究―2枚の写真を通して

森林などの自然環境を生かしたまちづくり
作成：東　岳史（あづま たけし／北海道教育大学附属札幌中学校 教諭）＊

寸評：山下宏文（やました ひろぶみ／京都教育大学 教授）＊＊

●誌上教材研究（隔月連載）その 37

＊東 岳史　〒 002-8075 札幌市北区あいの里 5条 3丁目 1-11　Tel 011-778-0481

▲写真①
　冬の大雪山系の針葉樹林

写真提供：北海道森林管理局十勝西部森林管理署東大雪支署（Tel 01564-2-2141（代表））



森林技術　No.814　2010.1 森林技術　No.814　2010.1 7

　意図（東）：北海道地方の学習を，自然環境を中核とした観点から進めていくにあたり，北海道

の森林の写真を取り上げた。1枚目の冬の大雪山系の写真からは，森林が持つ魅力を大いに感じる

とともに，北海道の雄大なイメージを喚起させたい。また，2枚目の黒松内・歌才のブナ林の写真

からは，新緑の美しさや自然が持つ繊細な部分も伝えたいと考えた。そして共通することとして，

その地域に住む人々が森林を大切にし，その魅力を多くの人々に伝えるとともに，自然と共生して

いる姿に気付いてほしいと願う。

　寸評（山下）：中学校社会科地理的分野では，日本の諸地域の地域的特色について自然環境を中

核にして考察させる内容がある。自然環境に関する特色ある事象としては，地形や気候などへの着

目が中心となるが，地形と気候の諸条件の中で具体的に形成された森林を取り上げ，それと人々の

生活や産業との関係を考えることにより，生徒の認識をより深めることができるだろう。

＊＊山下宏文…〒 612-8522 京都市伏見区深草藤森町１　Tel 075-644-8219（直通）

現在日本に残っている自然林の中では最も広い面

積を占めていますが，その北限が黒松内町であり，

ここのブナ原生林は，国の天然記念物に指定され

ています。「なぜ，ブナの分布がこの黒松内町で

止まり，これ以上北にないのか…」。この疑問に

は諸説あるようですが，はっきりと解明されてい

ないのも，人々を惹
ひ

きつける魅力となっているよ

うです。さて，黒松内町の方々はこのブナ林に対

してどのような想いを持っているのでしょうか。

歴史をたどっていくと，伐採の危機が幾度とな

くありましたが，毎回それに対し町民が守ったと

いう経緯があったそうです。そして，昭和 63 年

からは『ブナ北限の里づくり』と題して，自然の

研究や調査内容の展示，自然体験宿泊施設などの

整備がなされています。さらには，民間企業では，

ブナを冠した酒造業も行われています。ブナ林を

大切にし，ともに生きようとする想いが伝わって

きます。

　このように，森林など自然環境を生かした町づ

くりや観光業を行っている魅力的な地域が，北海

道にはたくさんあります。これからみんなで学習

していきましょう。」

写真提供： 黒松内町ブ
ナセンター

同センターは，黒松内
の自然や文化を生かし
た研修を行う際の相談
窓口として「学校教育
部」を開設している。
（Tel 0136-72-4411）

▲写真②　新緑のブナ林（黒松内町・歌才）
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1．はじめに

　平成 21 年度の「森林・林業白書」のトピックスの一つに，製紙原料への間伐材の

利用推進が取り上げられました。一昨年の古紙配合率偽装問題では，自由民主党の部

会等においても，様々な観点から討論が行われました。これを受けて林野庁は「間伐

材チップの紙製品への利用促進に係る意見交換会」を開催し，製紙企業，紙のユーザ

ー，森林・林業関係者等を集めて真剣な議論が展開され，報告書が取りまとめられま

した。そして昨年 2月には，グリーン購入法が改正され，コピー用紙の判断基準にお

いて間伐材等持続可能性に配慮したバージンパルプが 30％まで古紙と同様に使用で

きるようになりました。

　このように製紙原料の話が林政の大きな話題になったことなどは，近年絶えてなか

ったことだと思います。それがいいのか悪いのかは別として，製紙原料である木材チ

ップというものは，価格の低い低質材であり，製材工場の副産物であり，どちらかと

いえば林業関係者の関心の周辺部分にあったことは事実だと思います。

　「平成 20 年の木材（用材）の需要を部門別に見ると，（7,797 万 m3 のうち，）パルプ・

チップ用が全体の 49％（3,786 万 m3）を占め最大であり，次いで製材用が 35％，合

板用が 13％，集成材を含むその他用が 4％である」。これは（財）日本住宅・木材技術

センターが毎年まとめている「木材需給と木材工業の現況（平成 20 年版）」の記述で

焦 点

製紙産業における
　国産材利用拡大の可能性について

上河　潔
日本製紙連合会 常務理事

〒104-8139 東京都中央区銀座3-9-11 紙パルプ会館内
Tel 03-3248-4806　Fax 03-3248-4826

E-mail：k-kamikawa@jpa.gr.jp
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すが，量的に製紙原料の占める割合がいかに大きいかがわかります。

　確かに，パルプ・チップ用の木材の自給率は平成 20 年で 27.1％，圧倒的に輸入が

多く，国産材の利用の観点からすれば影が薄いといえましょう。しかし，針葉樹チッ

プについて見れば，国産比率は 6割ですし，そのほとんどは製材廃材で，製材業にと

って副収入の確保，副産物の利用，廃棄物の処理の面から重要です。また，広葉樹チ

ップについては，国産の比率は小さくとも，山村地域を支える里山材の利活用という

面からは重要です。そして何といってもわが国の木材のカスケード利用を底辺で支え

る役割は極めて重要であると考えています。

2．製紙産業の現状

　世界的に見ると，紙・板紙の生産は，北米，ヨーロッパ，日本などの先進国にお

いては伸び悩み，あるいは減少しているものの，中国，インドや BRICKs諸国など

の後進国において増大しており，全体としては年率 1 ～ 2％で着実に拡大しています。

2007 年の世界の紙・板紙の生産量は 3億 9,426 万 t で，北米が 1億 93 万 t，ヨーロ

ッパが 1億 1,407 万 t，アジアが 1億 5,176 万 t，その他の地域が 2,750 万 t となっ

ています。特に近年，紙・板紙の生産の伸びが著しいのが中国で，年率 10％を越す

成長が続いており，2001 年には 3,200 万 tと日本を抜いて世界第 2位であったもの

が，2005 年には 5,600 万 tと急増し，2008 年には 7,980 万 t となり，米国の 7,949 万

tを抜いてついに世界第 1位となりました。GDPの高い伸びが続いており，一人当

たりの紙の消費量は 60kgとわが国の 1/4 程度のレベルですので，まだまだ拡大する

ものと思われます。一方，北米，ヨーロッパでは，紙・板紙の市場は成熟化しており，

IT化の影響もあって生産は伸び悩んでおり，特に北米では新聞用紙の落ち込みが大

きくなっています。

　わが国の状況も北米，ヨーロッパとほぼ同様で，2000 年に 3,182 万 t と過去最高

を記録して以降，3,000 万 t～ 3,100 万 tで推移しており，2008 年には 3,063 万 t（そ

の内訳は，紙が 61％の 1,883 万 t，板紙が 39％の 1,180 万 t）となっています（なお，

一昨年 9月のリーマン・ショック以降の世界的な不況の影響により，わが国の紙・板

紙の生産量は大きく落ち込んでおり，2009 年上半期は 18.8％のマイナスとなってい

ます）。わが国においては，少子化の影響で人口が減少することも考えると，今後，紙・

板紙の需要は現在のレベルから伸び悩む，あるいは少しずつ減少することが予想され，

木材チップを含めた製紙原料の需要が大幅に増えることはないと言わざるを得ません。

3．製紙原料調達の現状

（1）古紙

　わが国の製紙原料の 6割はリサイクルされた古紙で，最も大きな割合を占めていま
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す。これは，他の木材製品にはあまり見られない大きな特徴です。2008 年度の古紙

利用率は，62.4％，紙が 41.2％，板紙が 92.8％となっています。日本製紙連合会では，「環

境に関する自主行動計画」において 2010 年度までに古紙の利用率を 62％にするとい

う目標を定めています。ここで考慮すべきなのは，紙を構成している木材繊維は有機

物であり，リサイクルするたびにその繊維は弱くなっていくので，再利用は 3～ 5回

が限度であるということです。ということは利用率には上限があるということであり，

62％というのは理論的利用限界値に近いということです。これ以上の利用率アップは

かなり困難と言わざるを得ません。また，古紙が多く使われている製品は，板紙，包

装紙，新聞紙など従来針葉樹チップを多く用いていたものであり，針葉樹チップは国

産比率が高いことから，古紙化を推進するということは，製紙原料の国産比率を押し

下げるという一面もあります。

　ここで，一昨年年初から世間をお騒がせした古紙配合率偽装問題について簡単に触

れたいと思います。年賀はがきの古紙配合率の偽装から始まったこの事件は，コピー

用紙をはじめとする多くの紙製品でグリーン購入法の基準などを遵守していないこと

が判明しました。そのこと自体は言い訳のできることではありませんし，製紙業界も，

再発防止策やお詫びとしての追加貢献活動をすでに実施しています。ただ，印刷用紙

に不向きな古紙の配合率をグリーン購入法で 100％という高率に設定したことが大き

な問題であり，品質を維持しながら古紙配合率のさらに高い紙を供給させるという難

題を要求したところに原因があったということは言わざるを得ません。古紙の利用率

は，2008 年度には 62.4％にまで高まっており，個別の品目について古紙配合率を細

かく設定するのでなく，産業全体で古紙利用を推進する目標を掲げるほうが理にかな

っています。

（2）輸入パルプ

　わが国の製紙企業は，パルプ製造設備を有し，木材チップから紙製品までを一貫生

産するメーカーが多くなっています。このため，中間製品である市販の輸入パルプの

消費量は，2007 年で 202 万 tと製紙原料の 6％を占めるにすぎず，しかも長期的に

は減少傾向で推移しています。輸入パルプについては，紙の性能を確保するために必

要最少限な量が使用されています。

（3）木材チップ

　わが国の製紙原料のうち，古紙と輸入パルプを除くと残りの 31.8％は国産のバージ

ンパルプであり，2008 年の生産量は 984 万 t です。この国産のパルプを製造するた

めに消費された木材チップは 1,909 万 tで，針葉樹チップが 611 万 t（32％），広葉

樹チップが 1,298 万 t（68％）となっています。また，木材チップのうち輸入チップ

の占める割合は 73％となっています。国産比率はわずか 27％しかないということに

なります。しかし，針葉樹チップの調達先について見ると，国産が最も多く 59％を

占めており，その国産比率も近年は高まりつつあります（図①参照）。残りはオース
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トラリア，米国，カナダなどとなっています。

　針葉樹チップの材種は，国産，輸入ともに製材残材（背板，端材）が主体で 7割を

占めています。その他は製材に利用されない間伐材，曲がり材や小径材，病虫害材，

解体材など未利用資源の有効利用となっています。この状況は，北米等においても同

様で，針葉樹の場合は，製材や合板などの利用が主であり，その製造過程で発生する

副産物である廃材チップを製紙原料として利用しています。副産物であるため，価格

も低くなります。これを，針葉樹の丸太から木材チップを製造しようとすれば，当然

のこととして価格が高くなり，経済的に使いづらくなってしまいます。試算しますと，

丸太チップのほうが残材チップより 2～ 3倍くらい高くなります。このため，スギや

ヒノキの林地残材が，今のところ，木材チップとしてあまり利用できていないのです。

　広葉樹チップの材種は，輸入の場合は木材チップ生産のために造成されたユーカリ，

アカシアなどの植林木が約 8割を占めています。国産の場合はそのほとんどが旧薪炭

林など二次林から生産される製材に利用されない低質材です。

4．国産材チップの利用拡大について

　先ほど述べたように，木材チップの国産比率は現在 3割弱ですが，日本の製紙産業

の国産比率がこのようにずっと低かったわけではありません。昭和 40 年代以前は圧

倒的に国産の比率が高い状況が続き，輸入が国産を上回ったのは意外にも平成に入っ

てからです。戦後の製紙産業の急速な拡大を支えたのは，国産の広葉樹材でした。昭

和 30 年代から急増し，昭和 40 年代にはピークを迎え，昭和 50 年初頭まで続きます。

この広葉樹材は戦後の拡大造林に伴って産出されたものです。スギ，ヒノキの人工林

▲図①　針葉樹チップの国産比率の推移
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を造成するために里山の広葉樹林を伐採する際に副産物的に発生するものですから価

格も安かったわけです。

　その後，昭和 40 年代にチップ専用船も開発され，輸入チップが少しずつ増加して

いくわけですが，輸入チップが大幅に増加していく原因は，他の木材製品と同じよう

に，ニクソンショック，そしてプラザ合意によって引き起こされた円高です。そして

海外でもユーカリ，アカシアなどのパルプ用材生産のための植林が大幅に増加し，一

方わが国の林業の生産構造は確実に弱体化してきていることから，国産の木材チップ

との供給力と生産コストの差は揺るぎないものになりました。そして平成に入ると，

古紙の利用率が 5割を越えるとともに，日本企業による海外植林が大きく拡大してい

くこととなります（図②参照）。

　ここで，輸入チップと国産チップの価格のことについて簡単に述べさせていただき

ます。長期的には，輸入チップと国産チップの価格差は均衡し，ほとんどありません

でした。ただし，国産チップ価格は基本的に安定しているのに対して，輸入チップの

価格は，当然のこととして為替の変動の影響を直接的に受けるため大きく変動します。

しかし均してみればほぼ同じ（針葉樹については輸入チップがやや高め，広葉樹につ

▲図②　パルプ材入荷推移

H14
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いては逆に国産チップが高め）というのが近年の傾向でした。

　ところが，最近，正確に言うと 2006 年以降，輸入針葉樹チップの価格が為替の動

きと連動しなくなり，高止まるようになりましたが，それはここ 2～ 3年の現象に過

ぎません。しかも，最近の円高により，広葉樹チップについては再び輸入のほうが国

産よりも安くなっていますし，針葉樹チップについても価格差が縮まっています（図

③，図④参照）。さらに，日本の製紙企業は，国産チップの集荷にあたっては，価格

とともに量的な安定集荷を重視しています。一昨年秋口からの世界的な不況による大

減産で製紙各社の木材チップの集荷は大幅に減少していますが，平成 21 年上半期で，

輸入チップは対前年で 32.9％減少しているのに対して，国産チップは 12.5％減少して

います。国産チップの減少がそれでも大きいと感じられるかもしれませんが，減少の

主なものは針葉樹国産チップ（▲ 15.0％）で，これは国内の住宅着工数の減少に伴っ

て製材残材チップの発生が減っていることにもよるものです。また価格の下落率も輸

入チップに比べてはるかに緩やかなものになっています。

　さて，製紙産業における国産材の利用拡大を考える上において，針葉樹と広葉樹

では全くその構図が異なっています。針葉樹の繊維は長さ 2.0 ～ 4.5mm，幅は 20 ～

▲図③　国産・輸入別チップ（針葉樹）のパルプ工場着価格（推定）の推移
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70 μと太くて長いのに対して，広葉樹の繊維は長さ 0.8 ～ 1.8mm，幅は 10 ～ 50μ

と細くて短くなっています。このため，針葉樹で作られる紙は強度面では優れていま

すが，抄きムラができやすく平滑さの面で劣ります。利用先は米袋，手提げ袋，新聞

用紙，段ボールなど強度が要求される紙です。一方，広葉樹で作られる紙は平滑さや

地合いは優れていますが，強度面では劣ります。利用先はコピー用紙，チラシ，パン

フレットなど印刷適性が要求される紙です。

　このように針葉樹と広葉樹では使われる紙に大きな違いがありますので，間伐材な

ど針葉樹チップがどの紙にも使えるということにはならないのです。間伐材がたくさ

んあるから，これをコピー用紙に使えといっても，繊維の性格がありますので，簡単

にはいきません。せいぜい 10％程度混ぜるのがやっとです。逆に包装用紙などには

使えます。グリーン購入法によって，コピー用紙など特定の品目について個別に間伐

材の利用を推進しようとすることは適切でなく，全体として，間伐材の使いやすい紙

に適材適所で使用量を拡大していくことが重要です。国産材の利用拡大を考える上に

おいては，この点をよく踏まえ，針葉樹と広葉樹を分けて考える必要があります。

▲図④　国産・輸入別チップ（広葉樹）のパルプ工場着価格（推定）の推移
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（1）針葉樹チップ

　次に，針葉樹チップにおける国産材の利用拡大の可能性について考えてみたいと

思います。2008 年の針葉樹チップの消費量は 1,256 万 m3，木材チップ消費量全体の

3,382m3 の 38.3％を占めています。このうち国産針葉樹チップは 736 万 m3 で針葉樹

チップ全体の 58.6％を占めています。

　林地残材などのスギ，ヒノキの間伐材チップの利用拡大を図ろうとすれば，先ほど

ご説明したように広葉樹チップと代替することが難しいことから，針葉樹チップの世

界で利用拡大を図るのが現実的です。その場合，針葉樹チップの消費量自体を増やす

ことは極めて難しいことから，輸入されている針葉樹チップ 520 万 m3 を（紙の性能

上どうしても必要とされるものもあるので，すべてとはいかないでしょうが），国産

材で置き換えるしかありません。現在，製紙産業が利用している間伐材は約 100 万

m3 ですから，この数字は確かに大きなものがありますが，実際にそれは可能なので

しょうか。結論からすると極めて難しいと言わざるを得ません。

　一つの方法は，製材業が間伐材をはじめとする国産材をこれまで以上に挽
ひ

いて，そ

の残材を木材チップとして出すということです。これであれば，価格的にも現状の国

産チップと同じレベルで供給できるので経済的に実現可能だと思います。しかし，間

伐材のうち製材用に使える割合も低い上に，国産の製材製品の追加需要が今のわが国

にそれほどあるとは思えません。製紙産業としては，もちろん，製材業が間伐材をは

じめとする国産材をプラスアルファーで使うことによって，残材チップを製造すれば，

製紙業界は進んで使用します。このことは，わが国の木材のカスケード利用の観点か

らも望ましいと思いますが，その実現可能性は現状ではあまり高くないと言わざるを

得ないでしょう。

　もう一つの方法は，間伐材の林地残材を丸太のまま木材チップ工場に搬送して，木

材チップとして出していただく方法です。未利用の林地残材は 850 万m3 あると言わ

れています。しかしこの場合は，先ほども申し上げましたが，生産コストが残材チッ

プに比べて大幅に割り増しになりますので，経済的にほとんど実現不可能と言わざる

を得ません。

　平成 19 年度の林野庁の補助事業「木質バイオマス利活用地域モデル事業」で遠野

興産が実施した試算によると，林地残材を集材，搬出，チップ化した支出は 14,000

～ 24,000 円／ m3 です。これにチップ工場から製紙工場までの運搬費 2,000 円／ m3

を加えると工場着で 16,000 ～ 26,000 円／ m3 になります。針葉樹の容積重を 430kg

／ m3 とすると 37,209 ～ 60,465 円／ tになります。農林水産省の統計によるとチッ

プ工場出しの針葉樹チップ価格の全国平均は 13,200 円／ t ですので，これに製紙工

場までの運搬費 2,000 円／ m3（4,651 円／ t）を加えると 17,851 円／ t となります。

林地残材の一番安い試算でもこれの 2倍以上という結果になります。林地残材の集荷

コストは，作業道の設置と高性能林業機械の導入などにより相当のコストダウンが図

れたとしても，これだけのコスト差を克服することは，極めて困難と言わざるを得ま
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せん。運送コストなどについて，林野庁が補助金などで補填していただければ利用す

ることは可能でしょうが，そうでなければ，経済的には利用は難しい状況です。

　ここで，間伐材を用いたコピー用紙の事例をご紹介したいと思います。一つは，大

王製紙株式会社の間伐材入りコピー用紙「木になる紙」です。今般，コピー用紙に係

るグリーン購入法の判断基準が改正されたのに合わせて，昨年 4月に販売が開始され

ました。「国民が支える森林づくり運動」推進協議会と提携して開発されました。こ

こで使われている間伐材チップは製材残材チップです。古紙配合率 70％，間伐材利

用割合 30％となっており，間伐材利用割合は，グリーン購入法基本方針で定められ

たクレジット方式で算出されています。

　もう一つは，「森の町内会コピー用紙」です。三菱製紙株式会社と環境 NPO「オ

フィス町内会」で共同開発され，アスクルから販売されています。森の町内会に参加

した間伐サポーター企業 71 社は，間伐促進費 15 円／ kgが上乗せされた販売価格で

コピー用紙を購入します。間伐促進費は三菱製紙株式会社を通じて森林組合の間伐の

支援に使われます。古紙配合率 70％以上，針葉樹パルプ（間伐材など）配合率 10％

以上となっています。さらに，日本製紙株式会社も，この「森の町内会」との共同事

業に取り組み始めています。

　結論としては，針葉樹チップについては，間伐材を中心に国産材の利用拡大の余地

は大いにあるが，製材残材チップ，林地残材チップともにそのコストダウンの早期の

実現は極めて困難であり，需要サイドでそのコストアップ分を購入価格で負担できな

い場合には，林業生産システムのコストダウンと木材のカスケード利用を地道に進め

ながら，少しずつ拡大していくしかないということになると思います。

　日本製紙連合会は，一昨年 5月に「環境に関する自主行動計画」を改定し，国内の

森林整備の促進と地球温暖化防止の観点から，間伐材の利用量の増大に積極的に取り

組むという業界の姿勢を明確にしています。そして，平成 21 年度，ソフト経費につ

いて林野庁の助成をいただき，全国 8地域において，森林所有者，森林組合，素材生

産業者，製材業者，木材チップ業者等の皆様と一緒になって，紙製品における間伐材

利用を拡大するための事業に取り組んでいます。また，先ほど申し上げたように，間

伐材を用いたコピー用紙生産の取り組みも始まっており，今後とも，間伐材の利用拡

大に積極的に取り組んでいきたいと考えています。

（2）広葉樹チップ

　次に広葉樹チップの国産材利用の可能性について考えてみたいと思います。先ほ

ど申し上げたように，1971 年には 1,581 万 m3 と製紙原料の大半を占めていた国産材

広葉樹チップは，その後減少が続き，2008 年には 232 万 m3 にまで減少しています。

一方で，輸入材広葉樹チップは，2008 年には 1,900 万 m3 と製紙原料の過半を占める

までに増加しています。このように国産材広葉樹チップが減り続けているのは，一つ

には海外のユーカリ，アカシア等の早生樹造林木の大量かつ安定した供給が増えてい

るからです。
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　日本製紙連合会も，「環境に関する自主行動計画」で，2012 年度までに国の内外で

会員企業が所有又は管理する植林地を 70 万 haにするということで取り組んでおり，

2008 年末で海外の植林地が 49 万 7 千 ha（国内の植林面積は 15 万 ha）に達してい

ます。また，日本の製紙企業はチップ専用船を 92 隻も所有しています。

　もう一つの理由としては，国内の素材生産業の衰退が止まらないからであり，林業

従事者の減少，高齢化も止まることを知りません。まさに日本林業の国際競争力の低

下がこの事態を招いているのです。

　それでは，日本国内に広葉樹チップとなる森林資源がないのでしょうか。日本の森

林面積 2,510 万 haのうち天然林は 1,338 万 ha，その蓄積は 17 億 7,939 万m3 に達

しています。もちろん，この中には自然公園や保安林に指定され伐採することができ

ない広葉樹資源が含まれています。実際に利用可能な広葉樹資源はどのくらいあるか

ということですが，少し古い調査になりますが，日本製紙連合会が昭和 62 年に実施

した「全国・民有林広葉樹資源量」調査によると，伐採が禁止されていない民有林の

広葉樹林で，林道からの距離が 500m以内にあるのは，419 万 ha，その蓄積は 4億

9,127 万 m3 となっています。もちろん，現在では，面積はもう少し減少しているで

しょうし，逆に蓄積はさらに増加しているでしょう。

　この利用可能性のある広葉樹の森林面積のすべてを利用すると仮定して，20 年伐

期で法正的に管理すれば，ha 当たりの年平均生長量を 2～ 3m3 と想定しても 800 万

～ 1,200 万m3 の生産量を増加する余地があると試算できます。もちろん，これだけ

利用できると考えるのは非現実的ですが，かなりの供給可能量があることは事実でし

ょう。

　それではこれを実現することはできるのでしょうか。ひとえにそれだけの生産に対

応できる素材生産業者を育成できるかにかかっています。実際には，緑の雇用の推進

や高性能林業機械の導入によっても，パルプ材の生産という付加価値の低い林業では

素材生産業者の育成は早急には困難であり，実現可能性は低いと考えています。

　一方で，広葉樹の利用を増やさなければならない必要性は，国産の木材チップの供

給の外にあるのでしょうか。従来，日本の里山は，薪炭やしいたけ原木の生産に用い

られてきました。しかるに 1980 年代以降，利用もされず放置された里山においては，

広葉樹が老齢化し，ナラ枯れによってナラ類やシイ・カシ類の樹木の大量枯死が発生

しています。平成 19 年の被害面積は 1,200haにもなっています。ナラ枯れは，カシ

ノナガキクイムシが病原菌を伝播することによって引き起こされる樹木の伝染病です。

カシノナガキクイムシは老齢で大径な広葉樹を好むことから，この被害は広葉樹林の

老齢化によって引き起こされたことがわかります。しかも，広葉樹林が老齢化するこ

とによって枯死する被害は全国各地に広がることが予想されています。今後，このよ

うな被害を抑制することによって森林の健全性と生物多様性を確保するためには，老

齢過熟になる前の広葉樹林を利用し若返りを図ることが一つの解決法になるでしょう。

　また，近年では，地球温暖化の防止を図る観点から，木材のバイオマス利用が強く

推奨されており，間伐材の利用に加えて，広葉樹の利用にも大きな可能性があると言
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うことができるでしょう。

　それでは，このような広葉樹林の施業体系としてはどのようなものが考えられるの

でしょうか。

　従来から，そして現在でも広葉樹林におけるパルプ材の生産は，皆伐による萌芽更

新施業によって行われています。この萌芽更新という施業をもう一度見直す必要があ

るのではないでしょうか。日本の広葉樹林には萌芽能力の高い樹種がたくさんありま

す。特にミズナラ，コナラなどのコナラ属はこの能力が高いことで知られています。

ただし，20 年生を超えると萌芽能力は衰えてきますので，20 年ほどのサイクルで回

転させる必要があります。もちろん，萌芽のみならず天然下種も活用します。この施

業のいいところは，伐採後の更新費用がほとんどかからないので，極めて低コストで

あるということです。その後の施業についても，多少の芽掻きなどが必要ですが，あ

まり手がかかりません。天然力を生かした合自然的な低コスト林業の典型ということ

ができるでしょう。

　木質バイオマスの利用が叫ばれる今日，木の形質にこだわらず，量のみを確保すれ

ばいいという林業を考えると，萌芽更新施業が再び見直されるべきなのではないでし

ょうか。そして，従来の構造材，板材，合板，集成材など建築用材を中心にした「建

築材林業」に加えて，製紙用チップ，燃料用チップなどバイオマス用材を中心とした

「バイオマス林業」という分野の確立を考える時期が来ているのではないでしょうか。

　しかし，このような施業を天然林で大々的に実施するとなると，当然のこととして，

「広葉樹の伐採」＝「自然の破壊」という単純な図式が社会一般の認識となっている

ため，自然保護や生物多様性の観点から大きな批判が出てくることが想定されます。

適切な伐採面積や伐期，更新の判断基準，更新後の取扱い，生態系への配慮などを定

めた「施業ガイドライン」の策定が必要と考えています。さらに，このガイドライン

に基づいて施業が素材生産業者によって適切に実施されることを，いかに確保するか

という問題があります。これについては，例えば，宮崎県の素材生産業者の集まりで

あるNPO法人ひむか維新の会が，自主的に「伐採搬出ガイドライン」を定め，責

任ある行動規範の下で，林地の保全や環境への配慮を確保する取り組みを進めていま

す。

　このような取り組みは大いに評価すべきであると思います。施業ガイドラインと伐

採搬出ガイドライン，そして森林計画制度における施業計画や場合によっては森林認

証を活用すれば，持続可能性を確保した萌芽更新施業の実施は可能になると考えてい

ます。

　結論としては，広葉樹チップについても，針葉樹チップと同じように国産材利用の

可能性は大いにあるが，素材生産業の供給能力の増加が極めて困難なことから，当分

の間は実現の見込みは少ないと言わざるを得ません。しかし，長期的な観点からは，

施業体系の確立を含め積極的に取り組む必要があると考えています。
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5．木質ボード利用，燃料用利用との競合について

　繊維板，パーティクルボード，MDFなど木質ボードの製造には，250 万 m3 程度

の木材チップが使用されていますが，その大半は建築解体材です。製紙産業も建築解

体材を 37 万 tほど使用していますが，木質ボード用の木材チップの価格は製紙用に

比べて低くなっています。このように木質ボード産業と製紙産業は，木材チップにつ

いて価格面で住み分けていますし，木質ボードの需要も今後大幅に伸びることは想定

されていないので，競合関係はあまり強くないと言うことができるでしょう。

　一方，エタノール用原料，燃料用原料としての木材チップの利用については，近年，

地球温暖化防止の観点から政策的に積極的な支援策が講じられており，今後，大幅に

伸びていくことが確実であることから，当然のこととして，製紙用木材チップの調達

にも大きな影響を及ぼすことは必至です。

　政府関係省庁で構成される「バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議」は平成 19

年に「国産バイオ燃料の大幅な生産拡大」を取りまとめていますが，その中の農林

水産省の試算によれば，バイオエタノール生産可能量は 600 万 kLで，そのうち木

質系原料から 200 万 kLの生産が可能としています。糖化効率 80％，エタノール収

率 90％と仮定し，1kgのバイオマスから 0.3Lのエタノールが得られると仮定すると，

200 万 kLのエタノールを製造するためには 600 万 t の木材チップが必要とされてい

ます。建築解体材，林地残材を主体に利用するとしてもこの量は大変に大きいものが

あります。しかしながら，エタノール製造用の木材チップの価格は，製紙用に比べる

とかなり低くなるため，実現にはかなりの困難が想定されますが，政府から多額の補

助が与えられれば，国産の製紙用木材チップの供給にも大きな影響が出ると思われま

す。

　また，バイオマスは新エネルギーとして，「電気事業者による新エネルギーの利用

に関する特別措置法（RPS法）」によって，電力会社に一定量の新エネルギー発電

が義務付けられています。今後，石炭との混燃などによる燃料用チップの需要が増加

することが予想されていますし，林地残材からバイオエタノールを製造する試みも進

められています。このような燃料用木材チップの価格は製紙用に比べるとかなり低い

ので，現状ではその集荷はかなり困難です。このため，この取り組みを促進するため

の議員立法の動きもあります。

　製紙産業もこれまでにバイオマスボイラーへの転換を積極的に推進してきました。

また，木材からバイオエタノールを製造するには，セルロース，セミセルロースを分

離する工程が必要ですが，これは製紙の製造過程と近似しています。このように木材

のバイオマス利用を推進することは，製紙産業にとっても大きなビジネスチャンスで

あり，基本的に賛成ですが，政府の補助によりサーマル利用が行き過ぎて，製紙用や

木質ボード用のマテリアル利用が妨げられるようなことについては問題があると考え

ています。実際，ヨーロッパ等においては，政府の政策により木質ペレットや発電用
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に低質材が多く使われるようになり，製紙用の需要と競合するような事態も発生して

います。マテリアル利用とサーマル利用のバランスが取れた適切な木材のカスケード

利用が推進されることを強く希望します。

6．おわりに

　日本の製紙産業は，その原料である木材チップの約 7割を海外から輸入しています

が，将来的には，世界一の紙・板紙の生産国になった中国や経済成長の著しいインド

などを中心に，世界的なパルプ材の需要が増加すると予想されることから，その安定

供給を図るためには，国産材チップの調達の拡大に積極的に取り組む必要があります。

　日本製紙連合会も一昨年 5月に「環境に関する自主行動計画」を改定し，業界とし

て間伐材の利用量の拡大に積極的に取り組む姿勢を明確にしました。加えて，間伐材

以外の広葉樹をはじめとする国産材についても利用拡大に取り組んで行きたいと考え

ています。しかしながら，その実現は製紙産業のみで達成することはできません。間

伐材をはじめとする国産材チップの生産コストが割高なことから，需要サイドにおい

て，その価値やコストに見合う製品価格で購入いただけるか，あるいは，供給サイド

で国産の木材チップの生産コストの大幅なダウンを図っていただかなければなりませ

ん。それには，関連する林業・木材産業の皆様，ユーザー，消費者の協力が不可欠で

す。日本林業全体の体質強化により大幅なコストダウンが図られ，木材の効率的なカ

スケード利用が確立されることによって初めて，日本林業・木材産業全体の持続的な

発展と，製紙産業における国産材利用が推進されるものと確信しています。

（かみかわ　きよし）

Photo チョップ一閃

車窓森林 3
●このシリーズは 11，12 月号を通してご覧ください。投稿募集中です（吉田 Tel 03-3261-5414）。

▲

JR 日豊本線日向市駅
2006（平成 18）年 12 月に完
成した木造の高架駅。ホーム
は長さ 110m，幅 18mで地
元・耳川（みみがわ）流域産
のスギ集成材を利用している。
飯島泰男氏（秋田県立大学）

撮影
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統計に見る

日本の林業
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　森林組合は，組合員である森林

所有者に対する経営指導，森林施

業の受託，林産物の生産・販売・

加工等を行う，森林組合法に基

づく森林所有者の協同組織である。

平成19年度末の組合員数は約159

万人であり，組合員が所有する森

林の面積は都道府県有林を除く民

有林の7割に達している。

　森林組合の経営基盤を強化する

観点から組合の合併を積極的に推

進しており，最も多かった昭和29

年度には 5,289であった組合数は

平成19年度末には 736まで減少

している。事業を行う地区の範囲

により森林組合を区分すると，2

市町村以上にまたがる，いわゆる

広域組合が 404組合で全体の55％，

市町村の行政区域を組合の地区と

する組合が 332組合で同45％とな

っている。

　「2005年農林業センサス」によ

ると，森林組合は，新植や下刈り，

間伐などの森林施業の受託面積の

6割以上を実施するなど，我が国

の森林整備の中心的担い手である。

一方，主伐については実施割合は

16％にとどまっており，森林組合

は造林・保育等の施業を中心とし

た事業を実施してきていることが

わかる（図①）。

　森林組合の実施した新植，保育

面積は近年減少傾向にある一方，

素材生産量は増加している（図②）。

また，森林組合の雇用労働者数は

平成19年度の時点で2万 7千人で

あり，そのうち造林作業の労働者

が約1万 8千人，伐出作業の労働

者が約4千人となっている（図③）。

　今後，人工林の高齢級化に伴い，

新植や保育を中心とした労働集約

的な作業から，路網と高性能林業

機械を組み合わせた低コスト作業

システムによる間伐や主伐といっ

た素材生産を効率的に実行しうる

体制への移行が課題である。

森林組合の動向

▲図①　林業作業の受託面積割合
（資料：農林水産省「2005 年農林業センサス」）
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▲図②　森林組合の事業量の推移
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図③　雇用労働者数の推移
（資料：林野庁「森林組合統計」）



v左から，江川，杉崎，山本

《特別寄稿》

軽井沢地方の倒木被害と今後への提言 l
杉崎孝一郎*・江川良武*.山本博*

1 はじめに

2007 年 9 月 6 日~7 日にかけて関東平野中央部を北上した台風 9 号(以下，台風 0709

号)により，軽井沢町では多数の倒木が発生した。倒木した樹木により 1名が死亡多数

の家屋が損傷を受けたほか，多くの道路が通行不能となった。また電力線が寸断され，全

町にわたって停電が発生した。

今後このような倒木被害を防ぐためには， 倒木の実態を明らかにし 倒木を起こした要

因を的確に把握しておくことが重要と考えられる。そのため 軽井沢地方における倒木の

実態と要因の解明を図るとともに 得られた結果から倒木を防ぐために求められる樹木管

理について若干の提言を行った。

なお，本報告は本号で 12 調査地概要， 3 気象概況， 4 調査方法， 5 倒木の実態J

までの記述を行い，次号において 16 倒木要因の検討， 7 まとめと今後への提言」の記

述を行う。

2.調査地概要

軽井沢町は長野県の東端に位置し浅間山の東南麓に広がる総面積 156km2の町であり，

中心部の標高は 1000m前後である。軽井沢町内の土地利用は，平坦地に居住地，商土業地，

ゴルフ場，農地，林地(別荘地)など、が広がりをもって分布している。山地の大部分は森

林であり，その中に別荘が散在している。森林の主な林種は， カラマツ，アカマツなどに

よる人工林とクリ，ミズナラ，コナラ， シラカバ，アカマツなどの混交する天然林，およ

びアカマツの天然林である。

@ 森林技術 NO.814 2010.1 
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　軽井沢地域の主要な地質は，西の三石・追分地域が追分火砕流堆積物，中央の千ヶ滝地

域から南の茂沢地域が第 1小諸軽石流堆積物，南東の前沢・南軽井沢地域が湖底堆積物，

北東の旧軽井沢・小瀬・鶴溜地域が降下火砕物堆積物である（荒牧 1993）。

　軽井沢地域の地形は，北，南，東を山地で囲まれているが，西は開けている。地域別に

見ると，北西の石尊山周辺は浅間山麓の急斜地となっているが，その下部にあたる西の追

分地域になると緩斜地となり起伏は少ない。中央の千ヶ滝地域も浅間山麓の緩斜地である

が若干の起伏がある。南東の前沢・南軽井沢地域は平坦地で起伏が少ないが，北東の旧軽

井沢・小瀬・鶴溜・離山地域は丘陵～山地，南の茂沢地域は山地でいずれも起伏が多い。

3．気象概況

　台風 0709 号は伊豆半島南部に 6日深夜上陸，関東地方を北上し，7日昼には東北地方

に抜けた。軽井沢に台風が最接近したのは気圧から判断して 7日早朝 3時であったが，強

雨と強風はむしろ前日に生じている。軽井沢測候所における 9月 5日～ 7日の総降水量は

396mm であった。また，時間 20mm 以上の強雨は 6日の 5：00 ～ 7：00 と 22：00 ～

23：00 に生じた。

　風速は雨とともに増す傾向にあるが，5m/s を超える風は 6日の 16：00 ～ 7 日 0：00

に発生し，23：00 には 8.1m/s であった。20m/s の風は 6日の 17：52 ～ 7 日 0：54 の

約 7時間に，また，25m/s 以上の強風は 6日の深夜 22：20 ～ 23：06 の約 1時間に生じ

ており，22：21 に最大値 27.7m/s を記録した。

4．調査方法

（1）倒木調査

1）倒木分布

　軽井沢町内のできるだけ多くの道路を車，自

転車，徒歩でたどることによって目視で調査を

行った。調査では，倒木本数の割合を 2段階に

分けて，倒木率 5％以上～ 50％未満を「倒木被

害林地」とし，また倒木率 50％以上を「激甚

倒木被害林地」とした。

2）倒木状況

　追分北方地域の針葉樹林では南北方向に長さ

50m のライン（調査測線）を設定し，そのラ

インを交差して倒れている樹木と，ラインから

東方向に幅 20m の帯状の範囲内の立木を平面

図に図化した。樹木の個体調査では，倒木 6本

について，図①に示す箇所の計測を行った。倒

木の被害は，根ごと倒れる「根返り」，途中で

折れる「幹折れ」，幹が傾く「傾斜」に分類し

集計した。

▲図①　個体調査の測定部位
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（2）土壌調査

　土壌につき，土壌硬度，浸透の調査および

土壌断面の観察を行った。土壌硬度は 3種の

器具を用いて測定した。①山中式土壌硬度計

では，土壌断面に対して垂直に円錐を押し込

み測定した。②貫入式土壌硬度計（SR-2 型）

では，地表面に対して鉛直に鋼柱を押し入れ

測定した。③ SH 型貫入試験機では，地表

面に対して鉛直に鋼柱を打ち込み測定した。

浸透は，円形の枠を地表面から 10cm 埋め

込み，注水した水が土壌へ浸透する速さを測

定した。

5．倒木の実態

（1）全域における倒木の概要

　倒木の形態は根返りが多く，その割合はおおよそ 90％以上を占める。倒木の方向のほ

とんどが西～西南方向である。

　倒木の樹種は針葉樹のカラマツ，アカマツ，ストローブマツ，モミに多く，一部にヒノ

キが見られる。広葉樹の倒木は針葉樹に比べて少ないが，シラカバ，ニセアカシア，ニレ，

ミズキ，ナラなどに認められる。林種では針葉樹の人工林に多く，広葉樹や針広混交の天

然林では少ない。

（2）倒木被害地の分布

　倒木被害地の分布を図②に示す。被害地は広域に広がるのではなく，島状に散在してい

る。被害地の「島」はおおむね 5ha 以下である。被害地のそれぞれの形状は，おおむね

楕円形状である。

　倒木被害地の分布を土地（地形・地質・土壌）条件から見ると，被害地は西暦 1108 年

に流下したといわれる追分火砕流分布地域の内側に多く発生し，追分原より東側では多く

の被害地は湿地ないし地下水位の浅い地域に発生している。樹木条件から見ると被害地は

樹木密度の高い針葉樹の人工林で林齢 40 年生前後に多く発生している。地形条件から見

ると被害地は浅間山麓の開けた緩斜地であり，起伏（凹凸）の少ない地域に多く発生して

いる。

（3）追分北方針葉樹林

　追分周辺では標高約 1000m を走る道路の北側は国有林となっている。この国有林のう

ち，石尊山登山道から東側約 200m のおよそ 5ha は，倒木率が 50％を超え，台風 0709

号による被害地の中で最も被害の大きかった地域である（写真①）。

　この追分北方針葉樹林に調査区（長さ 50m ×幅 20m）を設定した。この調査区におけ

る倒木および立木の状況を図③に示す。調査面積は 1,000m2 であり，総樹木本数は 71 本，

樹木密度は 710 本 /ha である（表①）。総樹木本数 71 本の内，58 本が倒木（根返り木 51

本，幹折れ木 2本，傾斜木 5本），倒木を免れた無被害木は 13 本である。これを倒木率に

すると 81.7％となる（表①）。倒木の樹種は約 7割（35 本）がストローブマツ，約 3割（16

▲写真①　追分北方針葉樹林の激甚倒木被害林地
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本）がアカマツであった。このうちストローブマツは 47 年生の植栽木であるが，アカマ

ツの詳細は不明である。倒木方向はおおむね西～西南西方向であり，東～東北東方向の強

風により倒木したことが推定される。

　倒木したストローブマツ 6本の平均樹木形状は樹高 19.9m，枝下高 13.8m，樹冠直径

▲図③　調査区平面図
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3.9m，胸高直径 0.36m であった（表②）。また，樹高と胸高直径から求められる樹高胸

高直径比（形状比）は平均 56，樹高と枝下高から求められる樹冠長比は平均 30 となった

（表②）。地下部の根系は，根返りした状態の根系が土壌を保持していた範囲（図①の根系

部分の破線内）を根鉢として定義し，計測したところ，平均深さが 0.74m，平均直径が

2.31m であった（表②）。また，根鉢の範囲を超えた根系の最大長を 2，3のストローブ

マツで測定したところ，鉛直方向と水平方向の最大値はそれぞれ 1.85m，13m であった。

発達の良いストローブマツの根系は深さが 3m に達する（苅住 1979）とされるため，計

測を行ったストローブマツの根系は浅いといえる。根系の傾向としては鉛直方向への太い

根は短いが，水平方向の長さは比較的長く，細根は疎
まば

らである（写真②）。

　追分北方針葉樹林における土壌断面は深さ 0cm ～ 8cm は砂礫質壌土（A 層），8cm

～ 28cm は粘土を含む砂質壌土（B 層）があり，28cm 以下では粘土，シルトを含む砂

礫（C 層）が 90cm ＋まで確認された（図④ a）。この砂礫 C 層は 1108 年に噴出したと

される前述の追分火砕流堆積物（荒牧 1993）の本体で，A 層，B 層はその風化土壌層で

▲写真②　ストローブマツの根系（左写真は倒木の下方から，右写真は側方から撮影）

立木
倒木

合計
根返り木 幹折れ木 傾き木

本，数 13 51 2 5 71

本，数 13 58 71

百分率，％ 18 82 100

密度，本 /ha 130 580 710
▼表①　立木と倒木の本数

▼表②　個体調査結果

樹種 状態 樹高
H（m）

枝下高
h（m）

樹冠直径
（m）

胸高直径
DBH（m）

樹高胸高直径比
H/DBH

樹冠長比
（H-h）/
H＊100

根鉢直径
（m）

根鉢深
（m）

ストローブマツ 根返り 21.7 11.9 3.6 0.37 58.6 45.2 2.30 0.95
ストローブマツ 根返り 20.8 14.7 4.2 0.31 67.1 29.3 1.65 0.70
ストローブマツ 根返り 17.4 12.3 4.6 0.33 52.7 29.3 2.90 0.85
ストローブマツ 根返り 17.9 14.5 3.0 0.35 51.1 19.0 1.70 0.65
ストローブマツ 根返り 20.7 16.1 3.2 0.37 55.9 22.2 2.20 0.80
ストローブマツ 根返り 20.8 13.1 5.1 0.41 50.7 37.0 3.10 0.50

平均 － 19.9 13.8 3.9 0.36 56.0 30.3 2.31 0.74
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ある。貫入式土壌硬度計による測定では，深

さ 20cm ～ 32cm で貫入不可能になること

が多く，この層を通過した場合でも 45cm

で貫入不能となった（図④ b）。これらは深

さ 20cm ～ 45cm で礫が現れることを表し，

深さ 45cm 程度以深には鉛直方向には硬度

計の鋼柱がまっすぐに貫入できないような径

数 cm 以上の礫が存在することを示す。山

中式土壌硬度計による測定では，深さ 55cm

から急激に土壌硬度が増大し，それより下層

では若干の減少部分を挟みながら 90cm ま

で徐々に硬度が増大した（図④ c）。

　追分北方針葉樹林内を倒木率の違いから，

高倒木率地点，ストローブマツ低倒木率地

点，アカマツ低倒木率地点に分類し，各地点
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▲図④　土壌断面と土壌硬度測定結果
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▲図⑤　ＳＨ型貫入試験機計測結果
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で SH 型貫入試験機による土壌硬度の測定と地表の浸透能測定を行った。その結果，3地

点に大きな土壌硬度の差異は見られず，いずれの地点も浅部から高い土壌硬度を示した（図

⑤）。また，3地点に大きな透水性の差異は見られず，いずれも大きな透水性を示した（表

③）。したがって，追分北方針葉樹林内の倒木率の違いには局所的な土壌硬度や透水性の

差異よりも，樹木条件の相違が大きく影響していることが示唆された。

　以上，台風 0709 号による軽井沢地域の倒木は，根返りが多く，主に西～西南方向に倒

木し，樹種は特定の針葉樹に多かった。倒木被害地の分布は土壌，樹種，地形の点から傾

向が認められるため，これらの条件が倒木に影響したことが示唆される。火砕流堆積物上

に植栽された追分北方針葉樹林の倒木率は非常に高く，倒木したストローブマツの根系は

浅かった。 〔以下，次号に続く〕

（すぎざき こういちろう・えがわ よしたけ・やまもと ひろし）

▼表③　透水試験結果

調査地点 地質
ベーシック
インテクレイト
（mm/h）

1時間
浸透量
（mm）

高倒木率地点 追分火砕流堆積物 1481 1937
ストローブマツ低倒木率地点 追分火砕流堆積物 － 6233
アカマツ低倒木率地点 追分火砕流堆積物 2132 2106

　先月号（2009 年 12 月号）の「持続可能な森林経営

研究会」レポート⑭において，第 22 回セミナー「林

業高校は，森林・林業技術者の育成を担いうるか」を

報告致しました。その中で，昭和 50 年代の農林高校

の状況について，「普通高校に行けない，いわゆる偏

差値の低い生徒が入る場所になってしまった。農林業

を通じて問題児を人間的に成長させる，が目的の時代

であった。」と要約しました。これに対し，このセミ

ナーの講師である鶴見武道氏から，話したことと趣旨

が異なるとの指摘を頂きました。

　昭和 50 年代の農林高校は，林業の衰退，国有林野

事業における新規採用の抑制等に加え，大学への進学

率の上昇と普通高校への志望の増大，それと連動した

偏差値による高校選択の傾向等から，職業高校として

大きな転機を迎えた時代でした。

　しかしながら，一方では，地域の農林業を担いたい

と意欲的な生徒もおり，また，このような状況に対応

した農林高校のあり方を見つけ出そうとする様々な試

みが行われてきました。例えば，鶴見氏が在職された

君津農林高校では，現地見学により森林や林業の実態

を把握させたり，プロジェクト研究により課題を設け

て生徒の自主的な勉強を進める等のことが行われてき

ました。農林高校のおかれた状況が厳しいがゆえに，

農林高校に入学した生徒を大切にしながら，より効果

的な教育を実施する努力がされてきました。

　以上のようなことは，セミナーの中でも紹介された

ことであり，その意味では，問題点を要約するにして

も，あまりに短絡的で真意を理解していない表現であ

ったと言わざるを得ません。今回のやり取りを通じて，

鶴見氏が生徒を問題児と表現する発想をそもそも持っ

ていなかったことを，改めて認識させていただきまし

た。講師を務めていただいた鶴見氏はもとより，農林

高校を志望し勉学をされた卒業生及び林業の厳しい状

況等を踏まえながら教育に苦労された教師の方々に心

からお詫びするとともに，本文により先月号の文章を

訂正させていただきます。 （文責：相川高信）

「持続可能な森林経営研究会」レポート⑭について

● ご案内…「持続可能な森林経営研究会」では昨年 12 月 18 日に，これまでの議論を集約・検討した「持続
可能な森林経営のための 30 の提言（素案）」を公表致しました。「持続可能な森林経営研究会」Web サイ
トトップページ（www.sfmw.net）からダウンロードできます。



森林技術　No.814　2010.130 森林技術　No.814　2010.1

　樹木の幹材積を知ることは，立木の価値や林地

の生産力を評価する上で重要である。しかし，一

般に，樹木は私たち人間よりもはるかに巨大であ

るため，幹材積を直接に測定することは困難だと

言える。そのため，幹材積の推定に関する研究は，

測樹学の分野における最も重要な研究課題の 1つ

として位置づけられ，比較的容易に測定できる樹

高や胸高直径から幹材積を推定できるよう，地域

ごとに，主要な樹種について材積式が調製されて

きた（例えば，林野庁計画課編，1970a，1970b）。

しかるに，これまでの材積式に関する研究の

大半は樹木を対象としたものであって，タケを

対象とした研究は極めて少ない（例えば，青木，

1955；近藤ら，2004）。タケについては，材積式

のように基本的な測樹学的モデルが不足している

（Kleinn and Morales-Hidalgo，2006）。

　タケの材積式に関する研究が進まなかった理由

としては，従来から，その流通において「束」と

いう独特な単位が用いられていたことが考えられ

る。これは単に容積だけでなく，価格，重量，稈

表面積，運搬上の便宜など諸般の要因が加味され

て成立したものと判断される単位である（青木，

1987）。しかし，この「束」という単位は，地方

的色彩が濃厚であり，端的に 1束と言っても，そ

の地方間での較差は相当に大きい（青木，1951）。

このため，竹林の生産力と森林の生産力とを比較

考察する際はもちろんのこと，竹林の生産組織の

研究を阻
はば

むなど幾多の難点を内包する単位尺度で

あるとして，タケについても材積概念を導入する

必要性が以前より指摘されてきた（青木，1987）。

それにも関わらず，タケの材積式に関する研究は，

あまり進
しんちょく

捗していないように見受けられる。

　筆者らは，約 20 年前の青木（1987）による指

摘が，当時とは少し意味が異なるものの，ますま

す重要性を増してきていると考えている。その理

由は，タケの利用方法に大きな進展がみられる

ようになったことにある。近年，タケをチップに

したり，粉末にしたりする技術が発達することで，

会員の広場

タケにおける材積式の今日的意義

井上昭夫＊・管　秀雄＊＊・北原文章＊＊＊

＊熊本県立大学 環境共生学部 准教授　Tel 096-383-2929　E-mail：iakio@pu-kumamoto.ac.jp
＊＊熊本県立大学大学院 環境共生学研究科
＊＊＊九州大学大学院 農学研究院
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燃料，飼料，堆肥のような新たなタケの用途が生

まれてきている（例えば，農文協編集部，2009;

内村，2009）。タケをチップあるいは粉末にして

利用する上では，「束」という単位で取り扱うよ

りも，むしろ「材積」を単位として取り扱うほう

が，より直接的である点において適当である。ま

た，木材の場合，そのコストは材積あたり単価（円

/m3）で表される場合が一般的である。したがっ

て，木材と同じ基準をもってコストを比較する際

には，タケについても「束」単位ではなく「材積」

単位をもって，そのコストは算出されなくてはな

らないであろう。要するに，用途の変化や拡大に

応じて，その単位にも変化が求められるものと筆

者らは考える。

　このような観点から，我々の研究グループで

は，タケの材積式に関する研究を精力的に行って

いる。これまでの成果としては，タケ稈形の解析

結果をもとに，井上・黒川（2001）の提案した針

葉樹における理論的な二変数材積式をタケに転用

することで，稈高と胸高直径の測定値から稈材

積（中空部分を含む見かけの体積：Kleinn and 

Morales-Hidalgo，2006）を推定することが

可能となった。なお，理論的な二変数材積式の概

要については，拙稿（井上，2006）を参照されたい。

この成果については，2009 年 10 月に行われた日

本森林学会九州支部大会において発表したところ

である。しかし，この材積式には問題点が残され

ている。タケの梢端部というのは，一般に垂れ下

がっているため，立竹状態のままで稈高を正確に

測定することは困難であり，時間と労力も要する

（Inoue and Suga，2009）。したがって，タケ

の材積式としては，稈高と胸高直径を変数とする

二変数材積式よりも，胸高直径のみを変数とする

一変数材積式のほうが理想的であろうと考える。

どのようにすれば，タケにおける二変数材積式を

一変数材積式へと改良できるのであろうか。今後

の課題である。

　近年，わが国の各地において，竹林の管理放棄

と分布拡大が問題となってきており，その公益的

機能に対する影響も危
き

惧
ぐ

されている（例えば，井

上，2009）。竹林を再生させるためには，内村（2009）

も述べているように，タケを大量消費するような

新しいシステムの構築が必要である。そのために

は，まず，どこにどのくらいのタケが資源として

存在するのか，そして，どのくらいのコストでタ

ケを伐採・搬出できるのかといった基本的な情報

が，適当な単位をもって具体的に示されなくては

ならない。この部分に本稿の表題に挙げた「タケ

における材積式の今日的意義」がある。タケの材

積を知る。一見，古典的で些
さ

末
まつ

な課題に思われる

かもしれないが，その解決は竹林の再生への第一

歩になるものと筆者らは信じる。
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　林野庁では，12 月 10 日（木）に平成 21 年度国有

林野事業業務研究発表会を農林水産省内において開催

しました。

　本年度は森林管理署等の創意工夫による国民視点に

立った取組みを発表する「国民の森林部門」を新たに

設け，従来からの「森林技術部門」，「森林ふれあい部門」

と合わせて 3部門，計 29 課題の発表会となりました。

　森林技術部門では，公益的機能の高度発揮を目指し

た森林施業技術や，低コスト・効率的な作業システム

の実現に向けた取組み，労働安全対策，森林ふれあい

部門では，地域と連携した森林環境教育の取組みなど，

多岐にわたるテーマが発表されました。また，新設の

「国民の森林部門」では，地域と連携した森林・林業

の普及や森林管理について報告がなされました。

　発表後には各部門ごとに審査委員会を開催し，受賞

課題の選定が行われました。今回も充実した内容の発

表が多く，審査は接戦となりましたが，成果の普及を

視野に入れた意欲的な取組み，地域関係者と連携した

取組みが高い評価を受ける結果となりました。

　今後とも開かれた「国民の森林」としての視点で，

現場での工夫，調査・研究に取り組み，その成果が広

く普及されることを期待します。 （文責：山添晶子）

平成 21 年度 国有林野事業業務研究発表会 開催
林野庁業務課

平成 21年度　国有林野事業業務研究発表会　受賞一覧
《森林技術部門》

番号 課題名
発表者

賞
局 所属 氏名

1
「100 年先を見通した森林づくり」を目指して
－造林地内に生育しているヒバの利用方法の検討
について－

東北

由利森林管理署
（元　津軽森林管理署金木支署）
三陸中部森林管理署
（元　森林技術センター）

高橋　友和
尾上　好男 林野庁長官賞（最優秀賞）

2 ｢ 股バンド ｣の着用による刈払機作業の安全性向
上について 東北

津軽森林管理署金木支署
（元　下北森林管理署）
(株)JP ハイテック送電補償事業本部

岸田　周
村松　貞雄

林業・木材製造業労働災害
防止協会会長賞

3 造林地におけるアシナガバチの営巣密度調査とそ
の結果報告 関東 森林技術センター 仲田　昭一

三村　勝博
日本林政ジャーナリストの
会特別賞

4 法面緑化における間伐材を利用した獣害対策につ
いて 四国 安芸森林管理署 柴田　知秀 全国木材組合連合会会長賞

5 富士山国有林におけるシカによる樹皮剥皮被害の
実態 関東 静岡森林管理署 千葉　賢史 日本森林技術協会理事長賞

6 海岸林の再生試験について 九州 西表森林環境保全ふれあいセンター 田上　正文

7 天然下種更新による複層林造成について 北海道 十勝東部森林管理署
三間　武
川越　敏充
佐久間　正巳

林野庁長官賞（優秀賞）

8 スギ高齢級人工林の帯状伐採による複層林化に向
けた取り組み 東北 森林技術センター 田畑　良輝

木村　正彦

9 有用樹のぼう芽等を活用した早期・低コスト広葉
樹林造成技術の開発 九州 森林技術センター 釜　　　稔

平松　大志

10 ツリープロテクターを使用した低コスト造林の検討 四国 森林技術センター 鷹野　孝司

11
産物調査復命事務を効率化するプログラムの開発
－収穫調査野帳集計、間伐条件計算、刷新システ
ムへの野帳入力の自動化－

近畿中国 石川森林管理署（元　岡山森林管理署） 小林　亮平

12 高性能林業機械の導入・普及に向けた間伐手法の開発 北海道 森林技術センター 真庭　利明
藤岡　裕之 林業機械化協会会長賞

13 地域・利用者のニーズに応える森づくり－眺望伐開を取り入れた森林整備－ 中部 愛知森林管理事務所 酒向　篤憲
山本　武郎

日本林政ジャーナリストの
会会長賞
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《国民の森林部門》

番号 課題名
発表者

賞
局 所属 氏名

1 教科書補完プログラム
－教科書とリンクした森林環境教育プログラム－ 四国 四万十川森林環境保全ふれあいセンタ

ー
秋山　雅弘
武内　幸子

2 自然の草木を利用してシカの食害から森林を守る
保育方法の取り組みについて 九州 大分森林管理署 廣田　光春

武原　龍行 林野庁長官賞（優秀賞）

3 利用者の視点を取り入れた合意形成の取組～野幌
国有林における外来種駆除～ 北海道 石狩地域森林環境保全ふれあいセンタ

ー 山本　謙也 日本林政ジャーナリストの
会会長賞

4 置賜森林管理署の地域連携の取組み 東北

置賜森林管理署
米代西部森林管理署
（元　置賜森林管理署）
置賜森林管理署

岩間　由文
祝迫　孝幸
藤井　裕樹

5 小笠原国有林における保護と利用の調整ルールの
導入 関東 小笠原総合事務所 原田　暢

6 地域のニーズを引き出す取組み
－「郷学官」共同企画を通じた森林林業の普及－ 中部 南信森林管理署

信州大学農学部

井元　幸子
高田　乃倫予
藤田　ゆう

林野庁長官賞（最優秀賞）

7
民有林と国有林の連携による森林共同施業団地設
定の取組ＰＡＲＴⅡ
－モデル地域設定から次のステップへ－

近畿中国 鳥取森林管理署（元　島根森林管理署） 横山　直人

《森林ふれあい部門》

番号 課題名
発表者

賞
局 所属 氏名

1 国有林から小学校へ繋がる森林環境教育の取組に
ついて 九州 宮崎森林管理署都城支署

宮崎県三股町立三股西小学校
片山　惠介
浜崎　十四夫

全国森林レクリエーション
協会会長賞

2 身近な自然に親しむことから森林学習の導入につ
いて 四国 あきネイチャー

安芸森林管理署
松本　孝
村上　隆敏 日本森林林業振興会会長賞

3 遊々の森・森林学習活動の取り組み
－「たいようの森」の活動をとおして－ 近畿中国 広島北部森林管理署 槙原　佳子 林野庁長官賞（優秀賞）

4 関田山脈を利用した信越トレイルの整備・活用に
ついて 中部 北信森林管理署

NPO法人信越トレイルクラブ
桂川　佳之
高野　賢一

日本林政ジャーナリストの
会会長賞

5 地域発案システムによる森林環境整備事例
－地域とつくる「塙町西部ふれあいの森林」－ 関東 棚倉森林管理署 井坂　富士雄

蛭間　敦子

6 白神山地における森林ふれあい推進事業活動の展
望について 東北 藤里森林センター 濱田　眞智子

7
知床における環境教育の推進について
～イベント 10年のあゆみから効果的なプログラ
ムを考える～

北海道
知床森林センター
網走南部森林管理署
（元　知床森林センター）

岩本　眞和
久田　卓

8 私たちの故郷虹ノ松原を守れ！
－松露の復活を目指して－ 九州 佐賀県立唐津南高等学校

佐賀森林管理署
戸川　龍児
和田　誠二 林野庁長官賞（最優秀賞）

9 子ども達に伝えたいこと
－「遊々の森」協定の締結から－ 近畿中国 奈良森林管理事務所 宮　達夫

▲

発
表
会
場
の
様
子
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平成 21 年度新生産システム推進対策事業

新生産システムモデル地域事業報告会
　全国 11 のモデル地域において，高能率な木材加工施設を核とした大規模な木材安定供給体制を確立する
ための取組が展開されています。本事業がスタートして 4年目を迎え，地域の中核の加工事業体の代表者が
これまでの取組の状況とその成果，問題点と今後の課題について報告し，話し合います。

●日時：3月 2日（火）13：00 ～ 17：00　　●場所：スクワール麹町 3階「錦華」（東京都千代田

区麹町 6-6　Tel 03-3234-8739）　　●主催：日本林業技士会　　●後援：林野庁

●プログラム

　13：00 ～ 13：15　　主催者・来賓挨拶

　13：15 ～ 14：55　　報告　「これまでの取組状況と成果」 （敬称略）

　佐川広興　協和木材株式会社代表取締役　　（奥久慈八溝）

　西村仁雄　株式会社西村木材店代表取締役　（中日本圏域）

　鈴木洋一　久万広域森林組合事業部長　　　（四国地域）

　渡辺公昭　協同組合くまもと製材工場長　　（熊本）

　持永宏一　持永木材株式会社代表取締役　　（宮崎）

　14：55 ～ 15：10　　休憩

　15：10 ～ 17：00　　パネルディスカッション　「取組上の問題点と今後の課題」

　佐川広興　　西村仁雄　　鈴木洋一　　渡辺公昭　　持永宏一

　石山幸男　国産材製材協会顧問　（コーディネーター）

　17：00　　　　　　 閉会

●問合せ先・申込先：日本林業技士会（担当　鈴木，阿部）　東京都千代田区六番町 7番地　日林協会館 5F 
Tel 03-6737-1239　Fax 03-6737-1296　●申込締切：2月 19 日（金），先着順 250 名，ファクシミリにより
氏名，所属，所在都道府県を明記のうえお申し込みください。

1 月
行事名 開催日・期間 会場 主催団体 連絡先 行事内容等

財団法人 林学
会シンポジウム

「私たちの生活
と京都議定書」

1/13 東京大学農学部
弥生講堂

財団法人 林学
会

財団法人 林学会 
Tel 03-6737-1234

京都議定書では，第一約束期間に先進国全
体の温室効果ガス排出量を 90 年比で少な
くとも 5% 削減することを目標としてい
る。このことが私たちの生活に具体的にど
う関わっているのか，森林・林業の役割は
? また第一約束期間後の世界はどうなろう
とし，私たちはどうすればよいかを市民の
目線で考える。

環境教育は林業
の未来をつくる 1/22 全国町村会館

（東京都）
（社）日本林業
経営者協会

林経協事務局
Tel 03-3584-7657

わが国では，木材利用と結びついた教育は
あまり行われていない。今回，LEAF プロ
グラムを行うビヨン氏（ノルウェー林業普
及協会）を招き，国内で森林活動や林業経
営を行う者と教育関係者とともにシンポジ
ウムを開催する。

2 月
行事名 開催日・期間 会場 主催団体 連絡先 行事内容等

森林GISフォー 
ラム
平成 21 年度東
京シンポジウム 

2/1 東京大学農学部
弥生講堂

森林 GIS フォ
ーラム

森林 GIS フォーラム事
務局　松英 恵吾
宇都宮大学農学部・森
林科学科 森林計画・計
測学研究室内
Tel 028-649-5532

WebGIS による森林情報の公開（仮題）に
ついての講演を予定しています。
[URL] → http://www.fgis.jp/index.html

松原再生シンポ
ジウム

「松原再生と地
場産業の将来を
考える」

2/4
国立オリンピック記
念青少年総合センタ

ー（東京都）

（財）日本緑化
センター

（財）日本緑化センター
Tel 03-3585-3561

今日，人と松原の関係を持続的に高めてい
くには，松原の再生が何らかの地場産業の
育成を促し，地域の活力を高める核として
の役割を発揮させる社会科学からの視点が
大切である。シンポジウムでは，松原再生
と地場産業の結びつき，産業育成・振興の
可能性について考える。

公開シンポジウ
ム－林業技術者
養成に大学の果
たす役割（仮）

2/15 日林協会館大会議室
（東京都） 鹿児島大学

鹿児島大学農学部生物
環境学科
Tel 099-285-3548

鹿児島大学では，「高度林業生産システム
を実現する林業生産専門技術者養成プログ
ラム（親方養成事業）」を実施してきた。
これまでの取組みの成果を発信し，大学が
果たす役割について議論する。

森林・林業関係行事
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はじめに

　昨年暮れの 12 月 1 日から 4日まで行われた 21 年度

林業技士養成研修のうち，森林評価部門のスクーリン

グに参加された受講生の皆様方，大変お疲れ様でした。

　林業技士制度の 7部門のうち，森林評価部門では，

①森林評価理論，②森林評価基準，③林地評価，④立

木評価，⑤森林測定，⑥林業税制の 6教科からなって

おり，そのうち，私は②と③を担当している。

　21 年度の森林評価の受講生は申込者 70 名（スク

ーリング参加者 46 名）を数え，年々申込者が増加し，

年齢層も 60 代から 30 代まで，住所地も北海道から九

州まで幅広い。

　林業技士制度は，課題レポートの提出，スクーリン

グ，同修了試験の 3段階を経て，最終合格に到達する。

他の資格と比べて，決して受講生を落とす資格制度で

はない。

　だが，この森林評価部門は，スクーリングまで進ま

れる受講生は申込者の約 65％，最終合格はスクーリ

ング受講生のうち約 85％といわれており，最終合格

まで進まれる受講生は申込者数に対して，65％ ×85

％＝約 55％と，協会や講師の意図に反して，他の林

業技士の部門に比較して難関と目されるようになって

きた。

　本稿では，21 年度の講義を終えて，これから森林

評価部門の受講を検討されている方のために少しでも

アドバイスができたらと思い，筆を取った次第である。

林地の特性を理解する

　われわれが対象とするのは，森林，林地，立木であ

る。林地は他の土地（例えば宅地）とどこが違うのか

を理解することが第 1のポイントである。

1　土地の特性・効用

　森林とは，通常，林地及びその地上立木をいう。そ

森林系技術者コーナー ● CPD-034- 評価 -001-201001

森林評価基準・林地評価実務の講義を終えて

合田裕志（林業技士，不動産鑑定士）

林野庁関東森林管理局　〒371-8508 前橋市岩神町4-16-25
Tel 027-210-1181　E-mail：hiroshi_gouda@rinya.maff.go.jp

こで，まず，最初に理解してほしいのは，不動産，土

地のうち，林地は宅地などと比べて，どのような点が

異なるかである。例えば，住宅地や商業地では建物を

積載する役目を果たしているし，林地では樹木等が植

えられ，それを生育し，収穫し，その跡地には植付と

いう役目（効用）を果たしている。

　これらの土地の効用は，土地ごとの役目（言い換え

ると，提供する役務）が何であるかによって異なって

いる。例えば，一戸建てが建ち並ぶ住宅地の場合では

日当たりの良い土地ほど値段が高い（生活の快適性が

重視される），駅前の商業地では駅に近いほど値段が

高い（収益性が重視される），工場のある工業地では

道路の幅員が広いほど値段が高い（生産性が重視され

る）といったように，土地の効用もその土地の使われ

方によって異なってくる（図①）。

2　林地の特性・効用

　では，林地の特性・効用はどう考えればいいのか。

前述のとおり，林地の効用は，立木を生育させ，それ

を収穫（伐採・搬出）する，そのサイクルの繰り返し

にある。前段の「立木を生育させる」効用は，立木も

人間と同じで，栄養がよければ高くなる，栄養がよけ

れば太くなるといったように，肥沃度等，立木の生育

を左右する要因で決まる。これを，一般的には，「地位」

といい，地位が良い（高い）ほど，立木の成長が良い

と言われている。もう一つの要素は，成長した立木を

伐採し，林道まで搬出，そして市場まで運搬する経費

がいくらかかるかである。林道から歩いて 3時間もか

▲図①

土地の効用 建物を積載したり，樹木を生育する

その土地の使われ方によって，着目すべき効用は異なる
これを価格形成要因という
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かったり，林道の幅員が 2m しかないようでは，せ

っかく成長の良い立木があっても，その効用が十分に

発揮されない。この伐採，林道までの搬出経費がいか

に安くあがるかを「林内地利」，搬出地点から市場ま

での運搬経費がいかに安くあがるかを「林外地利」と

いいます（図②）。

　このように，林地の効用，それを具体化した価格は，

地位と地利の相乗積で決まるといっても過言ではあり

ません。これさえ理解すれば，レポート，スクーリン

グ試験は必ず突破できる。

林地の評価方法

1　林業技士ができるのは，林地を林地とする評価

　林地を他の用途（例えば，宅地など）にするための

取引価格を評価し，報酬を得ることは，法律によって

不動産鑑定士のみの専権事項として制限されている。

したがって，林業技士が可能な業務の範囲としては，

林地を林地とする評価ということになる。

2　林地の評価手法

　林地の評価に当たっても，不動産の鑑定評価の三方

式の考え方をベースに次の 3つが挙げられる。①原価

方式による原価法，②比較方式による取引事例比較法，

③収益方式による林地期望価法の3手法である（図③）。

　しかし，林地は，苗木を植えてから立木として収穫

するまでの期間（生産期間）の超長期性により，この

三方式（手法）の適用にはそれぞれの欠点を有している。

①原価法は，再調達原価に減価修正を行う手法である

が，林地の再調達原価を求めることは不可能とされて

ることを想定した手法であるが，立木の伐期齢におけ

る市場価逆算価格と造林費が逆転している現状では適

用は困難とされている。

私見的な林地の評価方法

　そもそも林地は立木という成長資産と一体となって

価値を形成するものであるから，本来は，適正な伐期

齢における立木の市場価逆算価格から必要な費用（地

代，伐木造材，搬出費等）を控除した純収益に基礎を

おいて求められる収益価格が標準であるべきと考える。

　しかし，造林から伐期まで長期間が必要であり，そ

の間の林業利率をどう考えるかなど課題も多い。した

がって，取引事例比較法において，林地特有の収益性

（地位，地利）を可能な限り反映させていく手法が現

段階では最も実務的だと考える。

レポート作成のアドバイス（1）

　受講生が提出するレポートは，人に読んでもらうも

のである，丁寧に解きほぐすように記述していくのが

ベター。中には，おれは金を出しているんだから，ほ

れ読んでみろといわんばかりのレポートやとりあえず

出してやったぞというレポートも見受けられるが，人

に読んでいただくという気持ちを忘れないでほしい。

でも，末尾に「最後まで読んでいただき，ありがとう

ございました（なぜか，そこだけ，手書き）」という

何年か前のレポートには苦笑。

待たれる立木評価手法の研究

　立木は，年々成長していく成長資産であるから，成

長の程度，状況等に応じて異なった手法が用いられる。

それぞれ次のような特徴がある（表①）。

　市場価逆算法は，林齢が高いほど，実勢価格に近い

価格になる。費用価法は，地位（成長性，肥沃度）の

劣る林地ほど高く求められ，地位（成長性，肥沃度）

の高い林地ほど低く求められるという矛盾を内包して

いるので，この手法の適用は一部の例外を除き，適

用は不可。②取引事例比較法は，取引事例の価格と

さまざまな要因を比較する手法であるが，現状では

林地は立木と一体となって，森林として取引がされ

るので，特に昨今の木材価格の低迷から，取引価格

のうち，立木価格・林地部分の占める割合の配分が

解らないケースが多い。③収益方式による林地期望

価法は，伐期齢ごとに，主伐収入・間伐の後価収入

から造林費による費用の後価を控除した純収益を得
▲図②

地位 林地の肥沃度

地利 林内地利 その林地から搬出地点までの距離，標高差

林外地利 搬出地点から最寄木材市場までの距離，
林道の状況

林地の効用（価格） 地位と地利の相乗積

▲図③

①原価方式による原価法

林地の評価手法 ②比較方式による取引事例比較法

③収益方式による林地期望価法
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法＞費用価法」という前提条件のはずだが，「市場価

逆算法＜費用価法」の場合には，最低限，費用価法に

よる価格を保障するため説得力に欠ける。

　一般に，財の価格は一連の価格秩序の中で形成され

るべきである。これは，不動産鑑定評価基準の一文で

あり，わが師小倉康彦先生の口癖でもある。

　立木価格のあり方も，造林という投資が伐採期に結

実して，それが山元立木価格として具現化されるもの

であるから，造林初年度から伐採時期まで，各年の立

木価格は一連の価格秩序の中で成立すべきである。何

度も書いたが，林地は立木と一体となって，その効用

を発揮するものであるから，その林地評価は，その林

地にいくらの価値のある立木が想定でき，その立木価

格から林地の価格を求めることであるので，立木価格

の算定方法は林地評価の精度の鍵を握っているといっ

ても過言ではない。

レポート作成のアドバイス（2）

　計算レポートでは，立木の価格の求め方が解ってい

るかどうかが試される。市場価逆算法，費用価法につ

いて，一定の理解さえできていれば OK である。あ

とは，受講生各自がどのような資料を収集し，用いた

か，その考え方を丁寧に記述し，添付資料につけてく

れれば，高得点をゲットできる。もし，価格にマイナ

スが生じた場合もレポート段階では，そのままの数字

で求めておけばよい。講師は受講生の理解度をみてい

る。

新しい林地評価の考え方

　新しく林地に対する価値を見いだそうという考え方

である。具体的には，CO2 排出権取引に伴う山林価

値を見直し，従来の林地及び立木の価格に森林による

CO2 吸収量相当価値を加えたものを新しい林地及び

立木の価格にしようとするものである（図④）。

　この新しい林地評価の研究は，（財）日本不動産研究

所や不動産鑑定士のグループで進められているが，国

外・国内の CO2 排出権取引が成熟化していけば，研

究が進み，必ず世間に認められる価格になると考える。

林業技士の「明日の前に」

　まだまだ林業技士の各部門のうち，森林評価部門は，

これで飯が喰えるといったステージには残念ながら達

していない。一方，不動産鑑定士の勉強会では，「林

地はよく解らない」とか「現地の確認はどうやるんだ」

という声を聞く。

　現在，不動産鑑定士が林地の評価を依頼されるケー

スとしては，銀行等の担保評価，保有資産の見直し評

価，裁判所による競売等が挙げられる。裁判所による

競売評価では，ほとんど立木は考慮外とされ，現在の

木材価格の低迷から，どんな良い木があっても価格に

は反映されない場合が多く，残念である。不動産鑑定

士が行う森林評価（林地・立木）には，現地の確認，

確定をはじめ限界がある。そこをわれわれ林業技士が

補うような仕組みを協会を挙げて考えていくことが必

要と考える。

　但し，仕事は黙っていても向こうからは来ない。わ

れわれ林業技士が考えて，取り組んで，初めて成果が

見えてくるものである。また，世間に対して認められ

るだけの知識，見識を磨くことも重要なことである。

　林業技士各位のご健闘と新しい仲間が林業技士に参

加してくれることを祈念します。

 （ごうだ　ひろし）

いる。期望価法は現実林分の林齢が高いほど，

実勢価格に近い価格になるが，低い林齢では実

勢価格と乖
かい

離
り

が大きく，想定要素も多い。グラ

ーゼル法は，そもそも立木価格が「市場価逆算

▼表①

分　　類 評価手法

市場価格のある立木 市場価逆算法

市場価格のない立木

人工林で 10年生以下 費用価法

人工林で 11年生以上 期望価法
グラーゼル法

天然林 マルチナイト法

▲図④

新しい林地及び立木の価格 従来の林地及び立木の価格＋
森林によるCO2吸収量相当価値
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　岩手・木質バイオマス研究会は，去る 2009 年 11 月

26 日（木）に丸ビルホール（東京都千代田区丸の内・

丸ビル 7階）において「木質バイオマスシンポジウム

in丸の内 2009」（主催：岩手・木質バイオマス研究会，

共催：社団法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協

会（エコッツェリア協会），特定非営利活動法人 日本

ビオトープ協会）を開催した。シンポジウムは，山脇

正俊氏（スイス近自然学研究所代表）による基調講演

と，赤池 学氏（ユニバーサルデザイン総合研究所長）

をモデレーターとするパネルディスカッションが行わ

れた。パネリストは増田寛也氏（前岩手県知事），遠

藤順也氏（農林水産省バイオマス推進室長），澁澤寿

一氏（山村再生センター副代表），井上 成氏（エコッ

ツェリア協会事務局長）の 4名である。また，シンポ

ジウムにあわせて国内外のペレットストーブとパネル

展示が行われた。200 名を超える参加者が，木質バイ

オマスに関わる提言，提案に耳を傾けた。なお，この

シンポジウムは高速道路関連社会貢献協議会の支援に

より開催したものである。

＊

　まず，主催者である岩手・木質バイオマス研究会会

長伊藤幸男より，「4つの循環を通じた新たな社会構

築を願って」と題して，シンポジウムの趣旨と岩手県

での取り組みが紹介された。木質バイオマスエネルギ

ーは単なる代替エネルギーではなく，森林（自然）と

人間との関係の再構築＝森林・林業・山村の再生とい

う重要な問題提起を含んでいる。この問題解決にむけ

ては，市場原理を追求する従来の方法では解決が難し

く，構築すべき新たな社会像をより多くの人々と共有

することがその第一歩となる。この新たな社会像の提

案と共有が今回のシンポジウムの開催趣旨であるとし

た。

　続いて，共催のエコッツェリア協会副理事長長島俊

夫氏から祝辞とともに「大・丸・有地区の環境戦略と

環境共生型のまちづくり」と題して，東京都心ビジネ

ス街である大手町・丸の内・有楽町エリアの取り組み

が紹介された。日本のGDP の 20％超を生み出す当

地区であっても，今日，環境との調和が目指されてい

る。「大丸有環境ビジョン」の策定や，その環境戦略

拠点としての「エコッツェリア」の設立など，ビジョ

ンの実現への取り組みが紹介された。

　山脇正俊氏による基調講演は，「スイスの目指す

『2000W社会』とは？～豊かさと環境の両立する未来

社会の姿を探る～」と題して行われた。自然と人間は

対立する関係ではなく，環境に良い行いと豊かさの

実現は両立する，という考え方が『近自然学』であ

る。そのキーワードは「気持ち良さ」であり，生き延

びやすいという第五感である。この「気持ち良さ」に

基づきながら，景観や住環境などをデザインしていく

ことで，環境と豊かさは両立していく。また，スイ

スが取り組んでいる「2000W社会」というものがあ

る。先進国の平均的な国民一人当たりのエネルギー消

費量は 6000Wだが，スイスでは豊かさを落とさずに

2000Wを目指そうとしている。これは年間一人当た

り 17.5kWhに相当し，このうち 3/4 を再生可能エネ

ルギー，残りを化石燃料でまかなう（核エネルギーは

含まれない）。これにより CO2 排出量は現在の約 1/6

になる。化石燃料はすでにピークを過ぎていると言わ

れており，それに依存していては未来はないとした。

＊

「木質バイオマスシンポジウム

in 丸の内 2009」開催報告

岩手・木質バイオマス研究会事務局

〒 020-0861　盛岡市仙北 1-14-20 金澤林業 2F
Tel&Fax 019-635-8272　[URL] http://wbi.main.jp/

シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 三 題
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　後半のパネルディスカッションは「木質バイオマス

ビジネスと地域再生のシナリオ」と題し，まずモデレ

ーターの赤池氏よりナノカーボン製造システム（燃料

電池などに利用），メタンガスの生産（エネルギーと

しての利用）など技術開発が進んでいる分野について

紹介された後，パネラーからの報告と意見交換が行わ

れた。

　増田氏は，岩手県知事時代の経験から次のように発

言した。

─── 岩手県が行ってきた木質バイオマスに関する

取り組みは民の力によるところが大きく，それに行政

が関わって普及の道筋ができた。林業の現状に対し，

国としては法律の整備やエネルギー政策の実施で支援

していくことができる。官民それぞれの力をうまく出

し合って，良い形をつくっていくことが必要だ。

　遠藤氏は，農林水産省においてバイオマス推進に関

わる立場から次のように発言した。

─── 温暖化対策のためにもバイオマスの利用は重

要だと考えている。現在，林地残材の利用は 1％に過

ぎず，これを活用することが命題で，それが森林整備

にもつながるだろう。実施している施策に関しては，

バイオマスニッポン総合戦略の中でアドバイザーの育

成をしている。また，バイオマスタウンでは，地域の

事情に合わせたバイオマス活用を展開してもらうこと

を狙っているが，それがうまくいっているかどうかは

キーパーソンの存在によるところが大きい。バイオマ

ス活用推進基本計画が立法化されたので，より良い施

策を行いたい。

　澁澤氏は，多くの地域活性化を支援してきた経験か

ら次のような提言を行った。

─── 山村の経済は自然資本と貨幣経済との両方で

成り立っている。10 数年にわたり真庭市の地域振興

に取り組んできて，地域の誇りは貨幣経済より優先す

ると知った。木質バイオマスの供給を林業だけでとら

えても無理で，山村の暮らしと結びつけて考えること

が重要だ。林業の再生はすぐには山村の再生につなが

らず，様々なスモールビジネスを加えることが必要に

なる。木質バイオマスという素材で人と自然，都市と

山村をつなげたい。都市の人も生態系サービスを取り

入れるライフスタイル，多業としての生き方を選択し

て欲しい。

　井上氏は，大丸有地区の環境を重視した都市作りに

関わった経験から次のように発言した。

─── この地区は都市として果たす役割があるが，

環境と両立させる方法を探りながら様々な対策を行っ

てきた。都市と山村地域との関係作りにはキーパーソ

ンの存在が重要で，都市からのニーズをプロデュース

して山村地域を盛り上げる仕組みづくりをして欲しい。

　最後に赤池氏が，木質バイオマスを活用することは

地方の活性化につながり，小さなビジネスを汲み上げ

る人材の力で地域再生につなげたい，とまとめた。

▼基調講演（山脇正俊氏）

▲

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
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はじめに

　冬の冷たい雨が降る中，12 月 5 日（土）午後，新

宿副都心にある損保ジャパンビルで，市民のための環

境公開講座「損保ジャパン・首都圏ふれあいの森」協

定記念シンポジウム「森のチカラ～森と人との共存を

考える」が 250 名を超える老若男女の参加を得て開催

された。冒頭，（株）損害保険ジャパンの佐藤取締役社

長より開会の挨拶があり，「環境活動の一環として社

員，代理店が一丸となり嵐山町での森林協定に基づく

活動を行っている。これからの企業は環境への負荷を

下げることが重要である」と述べた。

パネルディスカッション

（1）パネラーの発表

　パネルディスカッションに入る前に，（社）日本森林

技術協会の加藤専務理事から「森林の価値」に関する

ショートレクチャーがあり，その中で，森林資源の推移，

森林の管理の現状や森林の価値に対する評価の考え方

などの説明があった。以下次のような発表があった。

・埼玉県嵐山町 高橋副町長から　　「嵐山町の里地里

山づくり」についての経緯と活動の内容，今回の損

保ジャパンと埼玉県森林づくり協定の取り組み

・林業家／ NPO法人森づくりフォーラム 池谷理事から

　「都市近郊林の役割を考える」についての報告があ

り，持ち山を管理するために森林ボランティア「林

土戸」などの協力を得ている，東京「森の学校」の

開校と木の利用の普及

・（財）キープ協会 環境教育事業部

　キープ・フォレスターズスクール 増田部長

　八ヶ岳山麓に 240ha の土地を確保して行われてい

る，森林管理の実習，酪農の体験，ヤマネミュージ

アムでの展示，心療療法等，都会の住民を対象とし

た多様な活動

（2）コーディネータからの話題提供と質問

　パネラーの発表が一通り済んだ後，本シンポジウム

のコーディネータをつとめる（社）日本環境教育フォー

ラムの瀬田理事より，1）森林や森林で働く人を題材

とした小説の紹介，2）パネラーの中に森のことを山

と呼ぶ人，森と呼ぶ人がいたことの指摘があった。ま

た，瀬田氏は，林道は人体でいえば血管に相当し，山

の手入れや材の運搬には不可欠であると前置きし，林

道や山の作業サイクルについて加藤氏，池谷氏に質問

した。これに対して，加藤氏から，路網密度の考え方，

ヨーロッパとの比較，林道の作設コストなどのほか，

作業路の作設の技術的な裏づけの必要性が，一方，池

谷氏からは，地拵えや植栽の時期，枝打ちの高さなど

山の作業サイクルの説明があった。

　さらに，瀬田氏が野生動物の被害について尋ねたと

ころ，加藤氏は「基本は野生生物とどう付き合ってい

くかである。シカの害の増大はハンターの減少や降雪

量の減少，山の手入れ不足などが原因と考えられ，今

後は，被害がどのような状態で，どう手を打つべきか

をさらに検討する必要がある」と述べた。

（3）会場からの質問

　参加者からは，1）嵐山町の森林づくり協定の背景，

2）山の管理における林業ボランティアの役割の質問

があり，1）は埼玉県森林づくり協定が基本になって

いる，2）は山の仕事はプロでないと難しい。ボラン

ティアへは林業を地域の人たちに PR していただき

たいとのことであった。

　海外からの留学生からは，1）日本での森林管理技

シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 三 題

「森のチカラ～森と人との共存を考える」

（社）日本森林技術協会 企画部　久道篤志

〒102-0085　東京都千代田区六番町 7番地
Tel 03-3261-5470　Fax 03-3261-5393

市民のための環境公開講座　「損保ジャパン・
首都圏ふれあいの森」協定記念シンポジウム
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術の研修，2）農業と林業との組み合わせによる森林

の管理，3）森林における心療療法についての質問が

あった。パネラーからは，1）国際協力の一環として

森林管理の技術協力が行われており，2）林業家にと

って林内放牧は草を刈る手間などで収益には繋がらず

難しい，3）森林内では自律神経への効果の測定を実

施している，などの回答があった。

（4）パネルディスカッションのまとめ

　瀬田理事から，神宮の森の造成にあたり立地条件を

強調した本多静六博士の考え方の紹介や，伊勢神宮の

式年遷宮に使うヒノキ柱材の話しなどがあり，現在の

建築に欠けているのは外気との接触であると指摘した。

これからは機械工学的なものから木の利用への移行，

その基となる森が大切であるとのまとめで第一部のパ

ネルディカッションは終了した。

C.W.ニコル氏による「森から未来をみる」の講演

（1）自己紹介

　第二部は，ニコル氏の「わたしは黒姫の赤鬼です」

という自己紹介で始まった。氏は，自分は自然の形が

見えないとパニックになるという。日本に来て驚いた

のは，日本は自然が非常に豊かであること，島国なの

にクマ・イノシシがいることだった。自分の国のイギ

リス（ウエールズ）では，970 年前にクマはとっくに

絶滅し，イノシシも最近になってようやく繁殖に成功

し，戻ってきたところだ。

（2）サケが森をつくる

　氏はイヌイットなどの少数民族と一緒に暮していた

ときに，彼らからサケが森をつくるという話を聞いた。

クマは川を遡
さかのぼ

ってくるサケを捕りそれを陸に運び，筋

子や頭だけを食べるので，食べ残したところにはウジ

が発生し（それは臭くてたまらないが），腐ったサケ

の死骸が土の養分となる。これは「つながりを生かす」

ということで，植物の生育にとって好条件を作り出し

ている。

（3）黒姫の森になぜ 30 年も住んでいるのか

　なぜ黒姫に住み着き，森をつくったかというと，当

時の林野庁が原生林を伐採しているのを見て，銀行か

らお金を借りて土地を購入し，山の手入れを専門家の

松木さん（がんこな）に任せたことに始まる。自然保

護とは放置することではない。また，自然をよく観察

し，記録することが森をつくる上で重要なことである。

（4）森であそぶ子どもたち

　森であそぶ子どもたちの DVD を，氏は解説なし

で放映した。近年，子どもたちを収容する施設が増え，

そのうち 70％が親からの虐待をうけた子ども達であ

るという。自分はそのような子ども達が短時間でもト

ラウマから解放されればとの思いから，黒姫の森に受

け入れている。放映の後，氏は「子ども達の 90％はサ

ルだ，森が必要だ，森は心のふるさとだ」と熱く語った。

おわりに

　最後に，NPO法人樹木・環境ネットワーク協会の

大垣専務理事から挨拶があり，無事シンポジウムが終

了した。まだ外の雨は降り続いていたが，講演者の方々

の意義深いお話しとともに，C.W. ニコル氏の森に対

する熱き思いと子ども達に対する優しさが帰路の心を

温めてくれた。 （ひさみち　あつし）

▲パネルディスカッションの様子 ▲講演する C.W.ニコル氏
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　国有林であれば業務研究発表会，都道府県であれば

林業技術シンポジウム，大学・試験研究機関であれば

日本森林学会大会，そしてここに伍して並ぶと捉
とら

える

べき「森林と市民を結ぶ全国の集い」が昨年 12 月 5

～ 6 日，東京は池袋の立教大学を会場として開催され

た。今年は第 14 回に相当する。全国の森林系NPO

法人，ボランティア団体の皆さんが集う催しだ。実

行委員長の内山 節氏は開会あいさつでこう語られた。

「この 14 回の間に，私たちの社会は，森林に関しても

かなり変わってきたと思う。出発点は，森の価値を社

会に訴えるのが中心だった。それは社会に浸透した。

しかし，浸透と同時に，今日の林業の危機や，森林の

捉え方に関しても，生物多様性や CO2 の問題が大き

くなってきた。森林も社会の中で揺れ動いてきたと言

える。どういう考え方に基づいて森林と付き合ってい

くのか，それを原点から問い直せる場になれば幸い」。

これは，2,400 を超えるといういわば森林系ボランテ

ィア団体の活動が成熟期に入り，森林の捉え方，連携

のあり方をもう一度見つめ直そう，というふうにも受

け取れる。事務局のお話しでも，運営はリニューアル

第 1 回を企図した，とのことだ。

　さて，開催 2日間のうち，1日目はシンポとパネル

ディスカッション，2日目が 6つのテーマ別に分かれ

ての分科会と全体会だった。当然すべて取材しようと

考えていたのだが，なぜかボランティアスタッフとし

て裏方のお手伝いに紛れ込んでしまい，最後の全体会

の模様だけ辛うじてお伝えできる次第。それだけボラ

ンティアスタッフの熱心さ，大変さに気
け

おされたとい

うことでご勘弁願いたい。

　それぞれのコーディネーターによる全体会報告はい

い意味で簡潔だった。各分科会での議論を 3つのキー

ワードに集約せよ，というものだったからだ。第 1分

科会（以下，②，③…と記す）森林とともに暮らす魅力：

内山 節氏〔哲学者〕⇒再生（人自身が森で再生され

る），若さ（若い人が森林とかかわるようになり，地

域や森に若さを取り戻す），つなぐ（活動や世代をつ

なぐ，森の価値を社会とつなぐ）。②生物多様性を育

む森林づくり：久保田繁男氏〔西多摩自然フォーラム〕

⇒林齢による生物相の変化（種の構成が変わりながら

種数が減っていく），森林の少子高齢化（伐採・更新

がなされていない），多様でモザイク状にある森林づ

くり（生物多様性が高く，そういう森づくりを目指す

べき）。③どう広げる？森林づくり：外川 隆氏〔早大〕

⇒多様なかかわり方（教員，材木商，ボランティア等），

明るく稼ぐ（それぞれのかかわり方に行き詰まり感も

あるが，明るく行こう，木に付加価値を），初めの一

歩（窓口がよくわからない，それは森づくりフォーラ

ム？）。④山の暮らしから森林を考える：田口洋美氏〔東

北芸術工科大〕⇒人材（支援したいアマと，プロを

欲しがっている現場），生きる力と生きる道（地域が

醸成してきた民俗知を大事にしよう），支援システム

（山村の産物を都市が消費するシステムづくりを）。⑤

伝統的な木の文化を伝えていく森林：原島幹展氏〔森

林文化アカデミー〕⇒無駄なく理に適
かな

った森づくり

（受け継ぎ，次代に伝えていくこと），無茶はいけない

（略），畏敬の念（略）。⑥組織は人を育てていますか？

～人づくりについて考える：川嶋 直氏〔キープ協会〕

⇒人材を育てる（略），ファンを増やす（略），共同事

業をやろう（略）。

　その後，討論を経て内山氏は「あまり経済に振り回

されるのはやめよう，違う価値を求めよう，無事に生

きていければいい」と，今回のテーマに意見を述べた。

シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 三 題

「森林と市民を結ぶ全国の集い 2009 in Tokyo」
～あらためて森林の価値を問う，私たちは何を目指すのか～

（社）日本森林技術協会 普及部 編集担当

〒102-0085　東京都千代田区六番町 7番地
Tel 03-3261-5414　Fax 03-3261-6858

●主催：森林と市民を結ぶ全国の集い実行委員会・（社）国土緑化推進機構
●事務局：NPO法人 森づくりフォーラム
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■年間イベントカレンダー ～ここは見逃せない！？～

＊本誌では毎月，「森林・林業関係行事」コーナーにて，近々開催されるイベント・シンポジウム・募集行事などを掲載しています。
　ぜひ，皆さまの職域あるいは地域等でのイベント情報を，普及部編集担当までお寄せください！

[ 連絡先 ]　→　Tel 03-3261-5414　E-mail：isao@jafta.or.jp

時　期 行　事　名　称 主　　催 会場・場所

1 月 1/16
国際生物多様性年オープニング記念
行事

COP10 支援実行委員会 名古屋市（名鉄ホール）

2月 2/1
森林 GISフォーラム
平成 21 年度東京シンポジウム

森林 GISフォーラム 東京大学（弥生講堂）

2/2 ～ 3 第 57 回森林計画研究会発表大会 林野庁計画課 東京大学（弥生講堂）

2/19 第 43 回林業技術シンポジウム　 全国林業試験研究機関協議会 東京大学（弥生講堂）

3月 3/6
持続可能な森林経営研究会シンポジ
ウム

持続可能な森林経営研究会 東京大学農学部

3/8
公開シンポジウム「人工林を天然更新
で広葉樹林へと誘導できるのか？」

（独）森林総合研究所 東京都（石垣記念ホール）

3/15 ～ 20 日本生態学会第 57 回大会 日本生態学会 東大駒場キャンパスほか　

4月 4/3 ～ 5 第 121 回日本森林学会大会
日本森林学会，第 121 回日本森林
学会大会運営委員会

筑波大学

生物多様性条約 COP10 記念シンポ
ジウム

（独）森林総合研究所 東京都内

5月 5/22 全国林業後継者大会
全林研，神奈川県林業協会，神奈
川県

神奈川県伊勢原市

5/23 第 61 回全国植樹祭 （社）国土緑化推進機構，神奈川県 神奈川県秦野市

5/26 第 55 回森林技術コンテスト （社）日本森林技術協会 東京都（日林協会館）

6月

7月

8月

9月 9/19 ～ 20 G空間 EXPO G空間 EXPO 実行委員会 パシフィコ横浜

9/28 ～ 29 第 50 回治山研究発表会 治山研究会
東京都（国立オリンピック
記念青少年総合センター）

9/29 第 48 回治山シンポジウム 治山懇話会
東京都（国立オリンピック
記念青少年総合センター）

10 月 第 34 回全国育樹祭 （社）国土緑化推進機構，群馬県

2010 森林・林業・環境機械展示実
演会

群馬県，（社）林業機械化協会

第 46 回林道研究発表会 林道研究会

10/11 ～ 29
生物多様性条約第 10 回締約国会議
（COP10）

生物多様性条約事務局，日本国政
府

11 月 秋ごろ 森林と市民を結ぶ全国の集い
実行委員会，（社）国土緑化推進機
構

国有林野事業業務研究発表会 林野庁舎内

12 月

このカレンダーは先々の予定です。変更等があり得ますのでご承知おきください。
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●コラム●

　「林業 GPS!!」GPS 研修の準

備をそろそろ始めようと思ってい

た矢先，本書出版の第一報が。い

つものように全林協に直接注文す

ればよいものを某大手ネット書店

に注文してしまったのが運の尽き，

待てど暮らせど届かない。ちょう

どその時『森林技術』編集者から

TEL。本書の書評執筆を引き受け

れば，すぐに評価用の 1冊を送っ

て下さるという。3秒間の熟慮？

の末，引き受けてしまった次第…。

　そして翌日には待望の本書が

手元に到着。早速内容を確認。

GPS 研修の講師は毎年仰せつか

っているので準備にはそれほど手

間はかからないようなものだが，

IT 関連分野は分進秒歩。新技術・

情報が絶え間なく流入してくる。

その中から適切な情報を取捨選択

　写真は，スパン約4.5間（8.0m）で，

積雪150cmの兵庫県豊岡市但東

町資母地区において建築中の木造 

2階建て公民館施設です。その 

2階の小屋組みに和風トラスの構

造設計をしました。本来ならば集

成材の150mm×600mm程度の合掌

となるのですが，すべて地元のス

ギとヒノキ材のみで構成しました。

　木組のみで応力処理をした和風

トラスです。金属による応力処理

はほとんどありません。

　このような木組みについては地

元の大工さんたちが「この辺りは

し，特に林業の現場で有用な研修

をせねばならない。その点本書は，

本邦初の林業向け GPS 専門書で

ある。予想通り，研修内容の再確

認に願ったり叶ったりの好書だっ

た。

　第一線の中堅技術者や研究者が，

実際の運用経験を基にオムニバス

形式で分担執筆している。よく見

知った執筆者やツール（GPS 受

信機，関連ソフト）も多く，安心

感がある一方，初めてお目にかか

るツールもあり，勉強になる。本

書の性質上，個別のツールの具体

的な操作法についてはあまり触れ

られていないが，URL など，参

照情報は適切に紹介されている。

GPS の測定原理など，基礎的な

ところも整理され，きっちり押さ

えられているので，今まで GPS

本
の
紹
介

全国林業改良普及協会 編

林業GPS 徹底活用術

発行所：（社）全国林業改良普及協会
　〒107-0052　東京都港区赤坂1-9-13　三会堂ビル
　TEL 03-3583-8461　FAX 03-3583-8465
　2009 年 11 月発行　B5 判　カラー　160 頁
　定価：本体 2,000 円＋税　ISBN978-4-88138-226-4

▲小屋組みに
和風トラスを
構造設計

（建築中）

▲付近の別施設

雪が深く根曲がり材が

多いので昔はよく使っ

たよ」と言うだけあっ

て，難なく施工されま

した。

　従来，根曲がり材は

根元から約 2.0mほど

●トピック● 根曲がり材を活用した和風トラス構造
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●コラム● ●コラム●

( この欄は編集委員が担当しています )

こ
だ
ま

キ
ノ
コ
採
り
の
妙
味

　キノコ採りはたまに付いて歩く程度の人間で

すが，話を聞いているとわくわくしてきます。

多雪地帯では春は山菜，秋はキノコと，多くの

人が山へ入りますが，「山菜採りは大変だ」と

なりがちな反面，「今日はせっかくの天気なの

に用事があってキノコ採りに行けない」と悔し

がります。

　どの木にキノコが出るかは自分だけの秘密で

す。足が悪く山へ行けなくなっても，すぐには

教えてくれません。毎年，特定の人にだけ「ど

の山のどこに行けばよいか」少しずつ伝授しま

す。人に先を越されないか心配で，はやる気持

ちで行ったものの採るには早すぎると，次に来

たときにその場所がわかるかどうか気になりま

す。そこで別の所に目印を付けますが，矢印に

したりすると後から来た人が何だろうと思って

その方向を探し，ちょうど良い時期に持って行

かれたりします。また，枝葉を被
かぶ

せて隠したつ

もりでいても，葉っぱだけ落ちてかえって目立

ってしまい，後から来た人に喜ばれることにな

ります。

　場所によって出るキノコが違うだけでなく，

人によって採る種類が異なります。ホンシメジ

は若いコナラ林に出るので，薪炭林がなくな

りつつある今日，採れなくなっているそうです。

マイタケは老齢のミズナラに出るので古い林，

ブナの倒木がコンスタントに供給される林も維

持する必要があります。栃木の人はチチタケが

大好きですが，福島の人はあまり食べないので，

福島県側が他県ナンバーであふれるようなとき

もあります。

　お国柄の違いもあります。中国では用途はも

っぱら漢方です。フィンランドでは国立公園や

私有林でも採り放題で，国民の 4割以上の人が

出かけるそうです。ところが，せっかくあるの

にマツタケは食べません。スイスの人もよく出

かけ，フランスまで行く人もあるそうですが，

「外国から来やがって」と車のガラスを割られ

るような目に遭
あ

うこともあるそうです。

　貴重な資源ですから，地域ごとのルール作り

とその遵守，適正な森林の管理が求められます。

 （異邦人）

残して伐採されていました。これ

を見た，木材コーディネータであ

る（有）ウッズの能口さんに，「地

元の根曲がり材を活用できない

か」と相談され着想した構造です。

天井は母屋の下で張るのでこの合

掌梁は見えるのです。

　さて，お知らせです。1 月 17 日

（日）午後 1時～ 3時にかけてこ

の施設の構造見学会が予定されて

います。興味をお持ちであれば誰

でも参加出来ます。市役所の方や

筆者ら設計者が，木材の選定から

製材，刻み，組み立てまで詳細に

説明させていただく予定です。

　なお，その近くにはひと足早く

2009 年 4 月に完成した「寺坂地

区交流センター」があります。併

せてぜひご見学ください。

（木構造建築研究所 田原／田原 賢
TEL/FAX 0745-62-6669）

についてほとんど勉強したことの

ない初心者にも安心してお薦めで

きる。もちろん，今回の研修生に

も「一番の参考書」として紹介さ

せていただいた。

　本書のアップデートはもちろ

んのこと，『林業 IT 徹底活用術』

のような続編の登場にも，ぜひ期

待したい。「最先端技術を駆使す

る林業」の印象付けは，若い世代

を林業にいざなうことにも，きっ

と役に立つと思うから。

（石川県林業試験場 森林環境部
／矢田 豊）
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普及部関係連絡先

●山村再生事務局

　担当：池田康久 03-3261-6644

　　　　梶垣　純 03-3261-5463

　　　　岩村周正 03-3261-5418

　　　　宮下洋平 03-3261-5487

　　　　塔筋太郎 03-3261-6683

 Fax　03-3261-3840
●指定調査室

　担当：川村　操 03-3261-6969

　　　　市川澄雄 03-3261-6952

　　　　吉村　勉 03-3261-6259

　　　　園田満憲 03-3261-3826

 Fax　03-3261-5393
●航測検査室

　担当：品川信夫 03-3261-6349

 Fax　03-3261-5393
●林業技士事務局

　担当：飯島哲夫 03-3261-6692

 Fax　03-3261-5393
●森林情報士事務局／会員事務

　担当：加藤秀春 03-3261-6968

 Fax　03-3261-5393
●森林認証審査室（SGEC）

　担当：関　　厚 03-3261-5516

 Fax　03-3261-5393
●本誌編集

　担当：吉田　功 03-3261-5414

　　　　志賀恵美 03-3261-5518

 Fax　03-3261-6858

雑　　記
　皆様，明けましておめでとうござ
います。さて昨年末，取材に出かけ
たはずなのに裏方さんのボランティ
アをさせていただくという，類まれ
な経験をしました。これが取材以上
の取材だったとすぐに気づきました。
大道具さんにして家具職人のボラン
ティアさん，木造建築家を目指して
いる学生ボランティアさん，またど
こかでお会い出来る日を楽しみにし
ています。 （吉木田独歩ん） 〔普通会費 3,500 円・学生会費 2,500 円・法人会費 6,000 円〕
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林業技士スクーリング研修

＊昨年 12 月，次の 2部門についてスクーリング研修を実施しました。

●森林評価部門：平成 21 年 12 月 1 ～ 4 日，於日林協会館（東京）大会議室，

箕輪光博氏（大日本山林会）ほか 4名を講師として実施。受講者 46 名。

●林業経営部門：平成 21 年 12 月 15 ～ 18 日，於自治労会館（東京・四ツ

谷），藤森隆郎氏（本会）ほか 6名を講師として実施。受講者 158 名。

＊そのほかの部門の日程は次のとおりです（林産部門は見合わせ）。

●森林土木部門：平成 22 年 1 月 12 ～ 15 日，於主婦会館（東京・四ツ谷）。

●林業機械部門：平成 22 年 1 月 19 ～ 22 日，於日林協会館（東京）大会議室。

●森林総合監理部門：平成 22 年 1 月 25 ～ 26 日，於日林協会館（東京・

四ツ谷）中会議室。

●森林環境部門：平成 22 年 1 月 26 ～ 29 日，於日林協会館（東京・四ツ谷）

大会議室。

＊平成 22 年度の開講予定部門，研修全体のご案内は，5月初旬ごろまで

に本誌及び本会ウェブサイト等でお知らせする予定です。

森林情報士登録更新の重要なお知らせ

●平成 17 年 4 月 1 日付け森林情報士登録者の登録更新が始まっています。

詳細は本会ウェブサイトをご覧ください。

　http://www.jafta.or.jp/05_training/02_jouhoushi/index.html

森林ノート 2010 の頒布

●森林ノート 2010 は，会員以外の皆様や，さらに冊数をお求めの会員の

皆様には 1冊 500 円（税，送料別，会員は本体 1割引）にてお分けいた

します。品名（森林ノート 2010），冊数，お送り先，ご担当者名，電話

番号，ご請求の宛名を明記のうえ，本会普及部販売担当までファクシミ

リ（03-3261-5393）にてお申し込みください。

人　事　異　動

【平成 21 年 12 月 31 日付け】

　退職　国際事業部主任技師　　大平　亘



技術士（森林部門）第二次試験受験講習会のご案内

　技術士制度は，技術士法に基づいて高度の専門的応用能力を有する上級技術者を育成・活用する

ための国家資格制度で，コンサルタント等にとって有力な資格です。本講習会では，受験申込から

論文の書き方まで，森林部門（林業，森林土木，林産，森林環境）の試験の要点をわかりやすく解

説いたします。

●主　　催： 森林部門技術士会

●共　　催： （社）全国林業改良普及協会・都道府県森林土木コンサルタント連絡協議会・（財）日本

森林林業振興会・（社）日本森林技術協会

●場　　所：日林協会館　3階大会議室　（東京都千代田区六番町 7）

●参加資格：修習技術者等（技術士補，第一次試験合格者及びその他関心のある方）

●参 加 費：5,000 円（テキスト代を含む。）　振込み票の写し等を申込書に添付のこと。

●振 込 先：みずほ銀行　虎ノ門支店　普通預金　口座番号：2547633

　　　　　　口座名義者：森林部門技術士会（シンリンブモンギジュツシカイ）

●参加者数：50 名（定数になり次第，締め切らせていただきます）

●申 込 先：〒102-0085　東京都千代田区六番町 7　日林協会館内　森林部門技術士会事務担当

渡邉準藏（TEL：03-3234-1378　FAX：03-3234-1379）

～申込書から口頭試験までの対策と，森林技術の動向～

平成 22 年 3 月 12 日（金）　　13：00 ～ 17：00





タウヌス
－輝ける森の日々－

ドイツ中西部にある山地、「タウヌス」。　　
行過ぎた森林伐採のため荒廃していましたが、
人々のたゆまぬ努力によって再生され、
現在では適正な森林経営がなされています。
この森に住む動物たち、四季折々の木々の美しさや
林業の様子を詩的に綴ったエッセイです。

2006年の「日林協大賞」受賞作品が、
市販本として新しく生まれ変わりました！ 

  発売所 ： 丸 善（株）
 〒103-8244　東京都中央区日本橋 3-9-2
  TEL： 03-3272-0522   FAX： 03-3272-0693

　◆ ご注文＆お問合せはこちらまで・・・

◆ A5判　154頁

◆ 平成20年9月30日 発行
◆ 本体価格   1,500円 (税別) 

ISBN 978-4-901689-96-0 C3061
杉野  千鶴   著

森と
人と
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生を
ハー
トで
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る

環 境
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 ！！

（社）日本森林技術協会 編
発行 ： 丸善プラネット ● 図書のご案内 ● 
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　　　は『緑の循環』認証会議（SGEC)
の審査機関として認定され，〈森林認証〉
〈分別・表示〉の審査業務を行っています。

　日本森林技術協会は，ＳＧＥＣの定める運営規程に基づき，公正で中立
かつ透明性の高い審査を行うため，次の「認証業務体制」を整え，全国
各地のＳＧＥＣ認証をご検討されている皆様のご要望にお応えします。

【日本森林技術協会の認証業務体制】

１．学識経験者で構成する森林認証審査運営委員会による基本的事項の審議

２．森林認証審査判定委員会による個別の森林および分別・表示の認証の判定

３．有資格者の研修による審査員の養成と審査員の全国ネットワークの形成

４．森林認証審査室を設置し，地方事務所と連携をとりつつ全国展開を推進

日本森林技術協会システムによる認証審査等

事前診断

認証審査

管理審査

認証の種類

1．森林認証

2．分別・表示

認証の有効期間

・基準・指標からみた当該森林の長所・短所を把握し，認証取得のために事前に整備すべき
　事項を明らかにします。
・希望により実施します。　・円滑な認証取得の観点から，事前診断の実施をお勧めします。

申請から認証に至る手順は次のようになっています。
＜申請＞→＜契約＞→＜現地審査＞→＜報告書作成＞→＜森林認証審査判定委員会による認
証の判定＞→＜SGECへ報告＞→＜SGEC認証＞→＜認証書授与＞

・現地審査

・結果の判定

・認証のタイプ

・審査内容

・審査内容

書類の確認，申請森林の管理状況の把握，利害関係者との面談等により審査を行います。

現地審査終了後，概ね 40 日以内に認証の可否を判定するよう努めます。

５年間です。更新審査を受けることにより認証の継続が行えます。

「森林認証」と「分別・表示」の２つがあります。

持続可能な森林経営を行っている森林を認証します。

多様な所有・管理形態に柔軟に対応するため，次の認証タイプに区分して実施します。
①単独認証（一人の所有者，自己の所有する森林を対象）
②共同認証（区域共同タイプ：一定の区域の森林を対象）

（属人共同タイプ：複数の所有者，自己の所有する森林を対象）
③森林管理者認証（複数の所有者から管理委託を受けた者，委託を受けた森林）

SGECの定める指標（36 指標）ごとに，指標の事項を満たしているかを評価します。
満たしていない場合は，「懸念」「弱点」「欠陥」の指摘事項を付すことがあります。

認証林産物に非認証林産物が混入しない加工・流通システムを実践する事業体を認証します。

SGECの定める分別・表示システム運営規程に基づき，入荷から出荷にいたる各工程にお
ける認証林産物の，①保管・加工場所等の管理方法が適切か，②帳簿等によって適切に把握
されているか，を確認することです。

[諸審査費用の見積り]　「事前診断」「認証審査」に要する費用をお見積りいたします。①森林の所在地（都道府県市町村名），
②対象となる森林面積，③まとまりの程度（およその団地数）を，森林認証審査室までお知らせ
ください。

[申請書の入手方法]　「森林認証事前診断申請書」「森林認証審査申請書」，SGEC認証林産物を取り扱う「認定事業体
登録申請書」などの申請書は，当協会ホームページからダウンロードしていただくか，または森
林認証審査室にお申し出ください。

◆SGECの審査に関するお問合せ先：

社団法人 日本森林技術協会　森林認証審査室
〒102-0085　東京都千代田区六番町7　Tel 03-3261-5516　Fax 03-3261-5393
●当協会ホームページでもご案内しています。［http：//www.jafta.or.jp］

『緑の循環』認証会議

Sustainable Green Ecosystem Council

毎年１回の管理審査を受ける必要があります。
（内容は，１年間の事業の実施状況の把握と認証取得時に付された指摘事項の措置状況の確
認などです。）
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